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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第84期 第85期 第86期 第87期 第88期

決算年月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月

売上高 (百万円) 65,886 77,204 84,312 104,262 93,705

経常利益 (百万円) 4,049 7,333 9,045 12,745 9,199

当期純利益 (百万円) 1,936 4,015 5,182 7,541 5,546

純資産額 (百万円) 24,099 30,296 38,046 44,964 45,493

総資産額 (百万円) 63,397 67,967 71,719 86,592 75,207

１株当たり純資産額 (円) 412.52 481.57 576.03 679.93 712.45

１株当たり当期純利益 (円) 31.53 64.64 82.10 114.08 84.95

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 (円)
29.01 59.23 73.22 110.86 83.51

自己資本比率 (％) 38.0 44.6 53.0 51.9 60.5

自己資本利益率 (％) 8.1 14.8 15.2 18.2 12.3

株価収益率 (倍) 22.3 11.4 23.6 9.6 7.8

営業活動によるキャッシュ・

フロー (百万円) 
1,578 7,473 3,940 7,715 10,113

投資活動によるキャッシュ・

フロー (百万円)
△811 △1,745 △3,525 △6,603 △10,319

財務活動によるキャッシュ・

フロー (百万円) 
△1,878 △1,230 △5,652 △393 △799

現金及び現金同等物の

期末残高 (百万円)
4,136 8,745 3,648 4,462 3,605

従業員数 (名)

 (外、平均臨時雇用者数) 

3,093

(434)

3,173

(415)

3,512

(373)

3,483

(368)

3,442

(398)

 (注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第84期 第85期 第86期 第87期 第88期

決算年月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月

売上高 (百万円) 63,878 74,548 80,401 99,506 89,135

経常利益 (百万円) 3,944 6,952 8,481 12,288 8,813

当期純利益 (百万円) 1,846 3,871 4,904 7,195 5,344

資本金 (百万円) 8,943 8,943 10,363 10,400 11,016

発行済株式総数 (株) 64,494,915 64,494,915 67,873,928 67,963,319 69,429,349

純資産額 (百万円) 25,628 31,375 38,508 44,814 45,055

総資産額 (百万円) 62,604 66,915 70,444 84,035 72,377

１株当たり純資産額 (円) 438.77 498.78 583.02 677.67 705.59

１株当たり配当額 (円)

 (内１株当たり中間配当額)

10.00

(4.50)

12.00

(5.00)

16.00

(6.00)

22.00

(8.00)

22.00

(11.00)

１株当たり当期純利益 (円) 30.00 62.27 77.69 108.85 81.85

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 (円) 
27.62 57.08 69.31 105.78 80.46

自己資本比率 (％) 40.9 46.9 54.7 53.3 62.3

自己資本利益率 (％) 7.3 13.6 14.0 17.3 11.9

株価収益率 (倍) 23.5 11.8 24.9 10.1 8.1

配当性向 (％) 33.3 19.3 20.6 20.2 26.9

従業員数 (名)

 (外、平均臨時雇用者数)

2,224

(351)

2,158

(329)

2,166

(278)

2,126

(308)

2,095

(315)

 (注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第84期の１株当たり配当額には、創立６０周年記念配当１円を含んでおります。
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２【沿革】

年月 事項

昭和１８年　４月 日本電気㈱ (当時住友通信工業㈱) 、川崎重工業㈱ (当時川崎航空機工業㈱) 、㈱小糸製作所、住友金

属工業㈱、東洋紡績㈱の５社出資により「日本航空電機株式会社」として名古屋市に資本金１,０

００万円を以て設立。

２０年１０

月

社名を「中京電機株式会社」と改称。

３６年　６月 愛知県小牧市に新工場を建設し移転。

３７年　５月 本社所在地を愛知県小牧市とする。

３７年１０

月

株式を名古屋証券取引所市場第二部に上場。

４６年　２月 株式を名古屋証券取引所市場第一部に上場。

５４年　７月 社名を「シーケーディ株式会社」と改称。

５４年１１

月

株式を東京証券取引所市場第一部に上場。

５９年　８月 マレーシアに「M-CKD PRECISION SDN.BHD.」設立。

６３年　５月 タイに「CKD THAI CORPORATION LTD.」設立。

６３年　６月 「シーケーディグローバルサービス㈱」を設立。

平成　元年　６月 シンガポールに「CKD SINGAPORE PTE.LTD」設立。

　６年１０月 タイに「CKD SALES THAI CO.LTD.」設立。

１２年　１月 シーケーディコントロールズ㈱ (昭和３８年６月設立) を吸収合併。

１２年１０

月

シーケーディ精機㈱ (昭和３５年５月設立) 、シーケーディプレシジョン㈱ (昭和５９年４月設立) 

を吸収合併。

１３年　３月 CKD CREATEC CORPORATION (Templeton，Kenly＆CO.を昭和６３年５月買収、昭和６３年７月

に社名を「CKD CREATEC CORPORATION」に変更) を売却。

１３年１０

月

中国上海市に「喜開理 (上海) 機器有限公司」設立。

１４年　８月 韓国ソウル特別市に「ＣＫＤ韓国㈱」設立。

１５年　１月 シーケーディ東部販売㈱ (昭和５２年４月設立) 、シーケーディ東京販売㈱ (昭和３６年１０月設

立) 、シーケーディ中部販売㈱ (昭和３８年１２月設立) 、シーケーディ大阪販売㈱

 (昭和４８年９月設立) 及びシーケーディ西部販売㈱ (昭和５２年４月設立) の販売事業を当社に

統合。

１５年　１月 中国無錫市に「喜開理 (中国) 有限公司」設立。

１５年　３月 シーケーディ東部販売㈱、シーケーディ東京販売㈱、シーケーディ大阪販売㈱及びシーケーディ西

部販売㈱の国内販売子会社４社を解散。

１５年１２

月

シーケーディ㈱ヨーロッパ支店開設。 

１６年　７月 シコク精工㈱ (平成４年２月買収) がシーケーディ中部販売㈱を吸収合併。 

１６年　８月 喜開理 (中国) 有限公司と無錫喜開理気動工業有限公司 (平成４年７月設立) を統合。 

１７年　１月 CKD SALES THAI CORPORATION.LTD をCKD THAI CORPORATION.LTDへ営業統合。 

１７年　３月 小牧工場内に新本社屋を竣工。 

１７年　５月 台湾旭開理股?有限公司 (平成元年３月設立) 解散。

１７年　７月 シーケーディ㈱台湾支店開設。

１８年　５月 １単元の株式数を1,000株から100株に変更。

１９年　１月 小牧工場内に新工場を竣工。

１９年　１月 四日市事業所内に管理棟と新工場を竣工。

１９年　２月 春日井事業所内にクリーンルーム工場を竣工。 

 １９年　４月 台湾台北縣に「台湾喜開理股?有限公司」設立。
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社、子会社１４社及び関連会社１社によって構成されており、各種の自動機械装置及び各種機器

の製造・販売を主たる業務としております。

　当社グループの主な事業内容と主要会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

　なお、次の事業区分は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表　注記事項 (セグメント情報) 」に

掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

事 業 区 分 　主 要 会 社 機　　種 主 要 製 品

自動機械部門 国内　

【製造・販売会社】

シーケーディ㈱

【製造会社】

シコク精工㈱

自動機械装置

照明製造システム、自動包装システム、

コンデンサ製造システム、

リチウムイオン電池製造システム、

画像処理検査システム、

三次元はんだ印刷検査機

機 器 部 門

国内　

【製造・販売会社】

シーケーディ㈱

【製造会社】

福島ホーニング工業㈱

スリーテック㈱

省 力 機 器

インデックスユニット、

ダイレクトドライブアクチュエータ、

ピックアンドプレース

空気圧制御機器 空気圧制御バルブ、手動切換弁

駆 動 機 器

空気圧シリンダ、バルブ付シリンダ、

特殊シリンダ、電動シリンダ、

産業用ショックアブソーバ

空気圧関連機器

Ｆ.Ｒ.Ｌユニット、フィルタ、

レギュレータ、ルブリケータ、継手、

スピードコントローラ、冷凍式ドライア、

乾燥式ドライア、パネル、

メインラインフィルタ、流量センサ、

圧力センサ

  

　 【製造・販売会社】

　CKD THAI CO.LTD.

　M-CKD PRECISION SDN.BHD.

　CKD 韓国㈱

【販売会社】

　CKD SINGAPORE PTE.LTD.

　CKD USA CO.

　喜開理 (上海) 機器有限公司

【製造会社】

　喜開理 (中国) 有限公司

　

海外　

　

　

　

流体制御機器

水用空気用蒸気用バルブ、薬液用バルブ、

半導体製造プロセスガス用バルブ、

真空用バルブ、ガス燃焼システム機器、

防爆バルブ

コントロール機器

ＡＣソレノイド、ＤＣソレノイド、

水用温水用制御機器、ガス機器用制御機器、油

燃焼用制御機器、制御用モータ、

飲料水用機器

事 業 区 分 主 要 会 社 事 業 内 容　

その他 国内
シーケーディ

グローバルサービス㈱
保険代理、ファクタリング業務　

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと、次ページのとおりであります。
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事 業 系 統 図
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４【関係会社の状況】

名　　称 住　　所
資本金又
は出資金

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合

関　係　内　容

 (連結子会社)  百万円   ％ 

  シコク精工㈱
高知県
宿毛市

10 自動機械製品 100.0 自動機械製品の部分品を製造。
役員兼務あり。

 福島ホーニング
 工業㈱

大阪市
住之江区

　　　 百万円

30
機器製品

100.0

(100.0)
機器製品を製造。役員兼務あり。

  スリーテック㈱
愛知県
春日井市

 　　　百万円

10
機器製品 100.0 機器製品を製造。役員兼務あり。

　シーケーディ
　グローバル
　サービス㈱ 

愛知県 
小牧市 

 　　　百万円

12

保険代理
ファクタリング
業務

100.0 保険代理業及びファクタリング
業務。役員兼務あり。 

 CKD THAI
CORPORATION LTD．

タイ国
チョンブリ県

千バーツ

200,000 機器製品 100.0
機器製品を製造している他、同製品
及び当社機器製品を自国内を中心に
販売。役員兼務あり。

 CKD SINGAPORE
PTE.LTD. シンガポール

千シンガポー
ルドル

250

機器製品
自動機械製品

100.0
機器製品及び自動機械製品を東南ア
ジアを中心に販売。
役員兼務あり。

 CKD USA
CORPORATION

米国
イリノイ州

千米ドル

6,000 機器製品 100.0 機器製品の北米を中心とした
販売。役員兼務あり。

 M-CKD 
PRECISION SDN.
BHD.

マレーシア
千リンギッド

250 機器製品 100.0 機器製品の製造及び自国内を中心と
した販売。役員兼務あり。

 CKD SALES THAI
CORPORATION 
LIMITED

タイ国
バンコク

千バーツ

5,000 機器製品 100.0 現在休眠中であります。
役員兼務あり。

 喜開理 (中国) 
有限公司

 (注) ３

中国
無錫市

千元

155,992 機器製品 100.0 機器製品の製造及び販売。
役員兼務あり。

 喜開理 (上海) 
機器有限公司

中国
上海市

千元

35,836 機器製品 100.0 機器製品の自国内を中心とした
販売。役員兼務あり。 

 ＣＫＤ韓国㈱
韓国 
ソウル特別市

千ウォン

300,000 機器製品 100.0 機器製品の自国内を中心とした
販売。役員兼務あり。 

 (注) １．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの部門名を製品に置換え記載しております。
２．議決権の所有割合欄の (　) は間接所有割合であり、内数となっております。
３．喜開理(中国)有限公司は特定子会社であります。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年3月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数 (人) 

自動機械部門
423

(43)

機 器 部 門
2,902

(340)

全 社 ( 共 通 ) 
117

(15)

合    計
3,442

(398)

 (注) １．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は (　) 内に年間の平均人員を外書で記載しております。なお、臨時従業

員数はパートタイマー及び嘱託であり、人材会社からの派遣社員は含まれておりません。

２．「全社」は、提出会社の一般管理部門 (人事、経理、総務等) 及び連結子会社シーケーディグローバルサービス㈱

の従業員数であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年3月31日現在

従業員数 (人) 平均年齢 (歳) 平均勤続年数 (年) 平均年間給与 (円)

2,095 (315) 40.2 17.6 6,409,020

 (注) １．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に年間の平均人員を外書で記載しております。なお、臨時従

業員数はパートタイマー及び嘱託であり、人材会社からの派遣社員は含まれておりません。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．６０才定年制を採用しております。

(3）労働組合の状況

名称　　　ＪＡＭシーケーディ労働組合

組合員　　１，８３３人

その他　　労使関係は安定しており、当期における特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、年度前半は堅調な設備投資、輸出などに支えられ企業収益が改善し、景気

は緩やかながらも回復基調が続いておりましたが、年度後半は米国のサブプライムローン問題に端を発した株価の

大幅下落、原油・原材料価格の高騰、急激な円高などにより、景気後退の色が濃くなっております。

このような状況のもと、当社グループは昨年度まで好調を維持していました液晶テレビ用バックライト製造装置

の売上が減少し、機器部門においても、半導体製造装置関連業界の需要が減少したことにより、前期比で減収減益と

なりました。

　当連結会計年度における連結業績は、売上高は９３７億５百万円 (前期比１０．１％減) 、営業利益は９４億

８２百万円(前期比２５．４％減) 、経常利益は９１億９９百万円 (前期比２７．８％減) 、当期純利益は５５億４６

百万円(前期比２６．４％減) となりました。

　

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　自動機械部門では、薬品包装機械は堅調に推移したものの、昨年度の液晶テレビ用バックライト製造装置の特需が

なくなり、連結売上高は２２１億９３百万円 (前期比２４．７％減) 、この結果、営業利益は３９億８９百万円

 (前期比２４．７％減) となりました。

機器部門では、年度後半の景気減速の影響を受け、第１四半期まで好調だった半導体関連業界向けの売上が低迷

し、連結売上高は７１５億１１百万円 (前期比４．４％減) 、営業利益は原材料高騰と販売価格の低下により８３億

７百万円 (前期比２３．５％減) となりました。

　

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　日本の売上高は、液晶テレビ用バックライト製造装置及び流体制御機器の減少などにより、８２８億８６百万円

 (前期比１１．４％減) となり、営業利益は、原材料価格の高騰の影響などで１２７億７３百万円 (前期比

２４．０％減) となりました。

アジア地域の売上高は、ほぼ横ばいの９３億４２百万円 (前期比２．４％増) となりましたが、営業利益は販売費

の増加により、２億７３百万円 (前期比３９．０％減) となりました。

その他地域の売上高は、１４億７６百万円 (前期比５．８％減) となり、営業利益は１８百万円 (前期比　　　７３．

２％減) となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物 (以下「資金」という) は３６億５百万円となり、前連結会計年度

末に比べ８億５６百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

営業活動の結果得られた資金は１０１億１３百万円 (前期比３１．１％増) となりました。これは主に、税金等調

整前当期純利益、減価償却費、売上債権及び営業未収入金の減少、たな卸資産の減少による資金の増加、退職給付引

当金の減少、退職給付信託設定益、仕入債務の減少、法人税等の支払による資金の減少によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は１０３億１９百万円 (前期比５６．３％増) となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出による資金の減少によるものであります。

財務活動の結果使用した資金は７億９９百万円 (前期比１０３．１％増) となりました。これは主に短期借入金で

の資金調達による資金の増加、自己株式の取得による支出、親会社の配当金の支払いによる資金の減少によるもの

であります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円） 前期比（％）

自動機械部門 19,987 61.9

機 器 部 門 72,377 95.0

合  計 92,365 85.1

 (注) １．金額は販売価格により、セグメント間の取引については相殺消去した数値によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2）受注状況

　当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 前期比（％） 受注残高(百万円) 前期比（％）

自動機械部門 18,033 75.0 10,467 71.6

 (注) １．自動機械部門以外は、需要見込による生産方法をとっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前期比（％）

自動機械部門 22,193 75.3

機 器 部 門 71,511 95.6

合  計 93,705 89.9

 (注) １．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

 (1) 会社の対処すべき課題について

当社グループは、平成２０年度方針として「海外販売を強化して事業拡大」、「環境対応型商品の重点開発」、

「品質経営でお客様満足度の向上」、「法令順守の徹底と内部統制の定着」、「時間管理による業務効率の改善」

の５つの方針を実践してまいります。

①　海外販売を強化して事業拡大

　事業拡大のためには、海外での販売増強が一層重要となってまいります。アジアを中心にグローバルな事業展開

を加速するために、海外代理店網の強化、現地マネージャーの増強、現地生産体制の整備を図ってまいります。

②　環境対応型商品の重点開発

  省電力、省資源化を意識した環境負荷低減商品に力を入れ開発の促進をいたします。

③　品質経営でお客様満足度の向上

　品質重視でお客様の信頼を確立することが重要であります。量と品質、コストは一体の関係でありますが、

お客様本位で基準を見直し、コストを重視しながら品質保証ができる体制を構築してまいります。

④　法令順守の徹底と内部統制の定着

社員全員が行動規準や規定、要領を十分に理解し、内部統制の定着を推進してまいります。

⑤　時間管理による業務効率の改善

目的重視で効率的な仕事ができるよう業務効率の改善を図ってまいります。

 (2) 株式会社の支配に関する基本方針について

①　基本方針の内容

　当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模買付行為 (下記③におい

て定義されます。) に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判

断に委ねられるべきものであると考えます。しかし、当社の経営にあたっては、自動化技術と流体制御技術等長年

にわたるノウハウと豊富な経験、並びに国内外の顧客、取引先、従業員等のステークホルダーとの間に築かれた信

頼関係が不可欠であり、これらに関する十分な情報なくしては、株主の皆様が将来実現することができる企業価値

ひいては株主価値を適切に判断することはできないものと考えております。

②　財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他基本方針の実現に資する取組み

　当社はここ１０年来、収益構造の変革と財務体質改善に全社を挙げて取り組み、不採算子会社の閉鎖、不採算機種

の生産撤退、国内・海外の子会社統合などにより効率化を図る一方、海外生産・海外販売の拡大及び新商品開発な

どに一層の注力をいたしました。その結果、連結純資産は平成１０年３月末の244億円から平成２０年３月末には

454億円、連結経常利益は平成１０年３月期の21億円から平成２０年３月期には91億円、連結純利益は平成１０年

３月期の5億円から平成２０年３月期には55億円となるなど、財務体質を改善し、景気の動向に左右されることな

く、継続的に収益を維持・向上できる強靭な収益基盤を確立してまいりました。

また、ＣＳＲ推進室を発足し、環境保全活動の一層の推進、ＣＳＲ基金の設立による社会貢献、社員の自主活動の

支援などによりステークホルダーとのコミュニケーションを深めるとともに、内部統制推進室やリスク管理委員

会を発足するなどにより内部統制システムを充実させております。　

③　基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

当社は、平成１８年４月２７日開催の取締役会において、特定の株主グループの議決権割合を２０％以上とする

ことを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定の株主グループの議決権割合が２０％以上となる

当社株券等の買付行為 (以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、 かかる買付行為を行う者を「大規模

買付者」といいます。) に対する対応方針 (以下「旧方針」といいます。) を導入することを決定いたしました。

そして、その後も会社法の施行や社会・経済情勢の変化等を踏まえて見直しを行った結果、大規模買付者が大規

模買付ルール (下記「本方針の概要」Ⅰをご参照ください。) を順守したか否か、当該大規模買付行為が企業価値ひ

いては株主価値を著しく損なうか否か、及び対抗措置を発動すべきか否か等を当社取締役会が判断するにあたっ

て、その客観性及び合理性を最大限に担保することが、企業価値ひいては株主価値の維持・向上に資すると考え、

旧方針の内容を見直し、独立委員会の設置を盛り込んだ大規模買付行為に対する対応方針　(以下「本方針」といい

ます。) の導入について平成１９年６月２８日開催の当社第８７期定時株主総会に上程し、承認されました。

なお、本方針の有効期限は、平成１９年６月２８日から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会終結の時までであり、その概要は以下のとおりであります。

〔本方針の概要〕

　

EDINET提出書類

シーケーディ株式会社(E01909)

有価証券報告書

11/92



Ⅰ．大規模買付ルールの内容

　

当社が設定した大規模買付ルールとは、大規模買付者が①事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な

情報を提供しなければならず、②その後当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にはじめて大規

模買付行為を開始することができる、というものです。

具体的には、まず、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会と

しての意見形成のために必要かつ十分な情報 (以下「本必要情報」といいます。) を提供していただきます。

本必要情報の具体的内容は大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的

な項目は以下の事項を含みます。

 (a) 大規模買付者及びそのグループの概要 (大規模買付者の事業内容、当社の事業と同種の事業についての

経験等を含みます。)

 (b) 大規模買付行為の目的及び内容

 (c) 当社株式の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け

 (d) 当社の経営に参画した後に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策

等 (以下「買付後経営方針等」といいます。) 

　

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買付者の名

称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示し、大規模買付

ルールに従う旨を表明した意向表明書をご提出いただくこととし、当社は、かかる意向表明書受領後１０営

業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき本必要情報のリストを当該大規模買付者に交付しま

す。なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは当社株主の皆様の判断又は当社取締

役会としての意見形成のためには不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して本

必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会

に提供された本必要情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断

する時点で、その全部又は一部を開示します。

　次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必

要情報の提供を完了した後、６０日間 (対価を現金 (円貨) のみとする公開買付けによる当社全株式の買付

けの場合)又は９０日間（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代

替案立案のための期間 (以下「取締役会評価期間」といいます。) として与えられるべきものと考えます。

従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。取締役会評価期間

中、当社取締役会は外部の有識者等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当

社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模

買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示する

こともあります。

　

Ⅱ．大規模買付行為がなされた場合の対応方針

　

 　   (a) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反

対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示したりすることによ

り、当社株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する

当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。もっとも、大規模買

付ルールが順守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値を

著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会は適切と考える方策を取ることがあります。当該大規

模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値を著しく損なうか否か及び対抗措置を発動すべきか否か

の検討及び判断については、その客観性及び合理性を担保するため、当社取締役会は、大規模買付者の提

供する買付後経営方針等を含む本必要情報に基づいて、外部の有識者等の助言を得ながら独立委員会の

勧告を最大限尊重した上で、当該大規模買付者及び大規模買付行為の具体的内容 (目的、方法、対象、取得

対価の種類・金額等) や当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値に与える影響を検討し、

取締役会決議をもって決定することといたします。

　

   (b) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合

大規模買付者により大規模買付ルールが順守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかか

わらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主価値を守ることを目的として、新株予約権の発行

等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合がありま

す。この大規模買付者により大規模買付ルールが順守されたか否か及び対抗措置を発動すべきか否かの
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検討及び判断については、当社取締役会は、外部の有識者等の助言を得ながら独立委員会の勧告を最大限

尊重した上で、取締役会決議をもって決定することといたします。具体的にいかなる手段を講じるかにつ

いては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。

④　本方針の妥当性に関する取締役会の判断

大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、当社取締役会は上記③のとおり原則として当該大規模

買付行為に対する対抗措置はとりません。従いまして、大規模買付者の提案に応じるか否かは、当社株主の皆様に

おいて、大規模買付者から提供され当社取締役会により開示された本必要情報、当該大規模買付行為の提案及び当

社取締役会が提示する当該大規模買付行為の提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことにな

るため、当社取締役会は本方針が上記①の基本方針に沿うものであると考えます。

また、本方針は、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の

経営を担っている当社取締役会の意見を当社株主の皆様に対して提供し、さらには、当社株主の皆様が当社取締役

会立案による代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十

分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社

の企業価値ひいては株主価値の保護につながるものと考えます。従いまして、本方針は、当社株主及び投資家の皆

様が適切な投資判断を行うにあたっての前提として、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであり、決し

て当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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４【事業等のリスク】

　当社グループの経営成績及び財務状況などに影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

　

(1) グローバルな事業展開に関するリスク

　当社グループは、国内はもとより、アジア・北米・欧州をはじめとするグローバルな事業展開をしております。

　当社グループは今後もグローバル化を推し進め、海外での生産・販売体制を強化してまいりますが、進出先での顧

客企業の生産計画、新たな販売先の開拓、供給体制の整備等が計画どおりに進まない場合や急激な為替変動、また、

中国を含めたアジア地区の政府の規制や経済情勢の変化、インフラの障害、予期せぬ事象 (戦争、テロ、伝染病等) に

より社会的混乱が広がれば、生産・販売のダメージを受ける等、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可

能性があります。

(2) 半導体・フラットパネルディスプレイ (ＦＰＤ) 市場への依存に関するリスク

　当社グループには、半導体・フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）市場の影響を大きく受ける顧客があります。

それらの市場は、急速な技術革新により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時

的に縮小することがあります。いわゆる「シリコンサイクル」及び「クリスタルサイクル」と呼ばれる市場特有の

影響であり、周期的な変動を続けております。当社グループでは、過去において業績への影響を受けており、下降局

面においても、確実に利益を生み出せる事業構造の構築に取り組んでまいりました。

　しかしながら、予期せぬ半導体・フラットパネルディスプレイ (ＦＰＤ) 市場規模の縮小によって、受注取消、過剰

設備、在庫増加等が発生した場合には、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 製品の不良に関するリスク

  当社グループはＩＳＯ９００１の認証取得を含む品質保証体制の確立に努めておりますが、当社グループの製品

に不良があり、不良品に対する代替品提供等の補償をするコストの発生並びに当該製品が人的被害又は物的損害を

生じさせた場合における製造物責任を負う可能性があり、これに備えて製造物賠償責任保険に加入しております。

当社グループの製品に品質補償問題が生じた場合、製品への信頼を損ない、顧客の喪失又は需要の減少などにより、

当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 東海地震に関するリスク

  当社の主な生産拠点は愛知県、三重県に展開しており、東海地方は東海地震発生の可能性が予測されております。

当社生産拠点は東海地震に係わる地震防災対策強化地域ではありませんが、東海地震の発生に備えて、リスク管理

の一環として、ＢＣＰ (Business Continuity Plan) を策定し、災害時の緊急対応、災害復旧計画を導入しております。具

体的には、情報システムのハードウェアの免震施設への移設、代替生産拠点の想定、資金面での担保など、最短期間

で事業を復旧できる復旧計画を導入しています。しかしながら予想外の地震が発生した場合は、当社グループの業

績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 情報管理に関するリスク

　当社グループは、業務遂行の過程で顧客・取引先・従業員等の個人情報やその他秘密情報を入手する可能性があ

ります。これら情報の保護に細心の注意を払っておりますが、予期せぬ事態により流出する可能性は皆無ではなく、

万一、情報の流出が発生した場合、当社グループの社会的信用の失墜やビジネスチャンスの逸失、その対応のための

損害賠償等の負担により、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】

経営上の重要な契約等はありません。
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６【研究開発活動】

当社グループは、地球環境に配慮した「環境負荷低減型商品」やお客様の要求に対応した「高品質でローコスト

な商品」を開発しております。また、「自社の強みを更に強化した商品」を、生産・販売・開発の各部門が組織的に

スピードを上げて市場に投入する活動を進めております。

商品開発の基本方針として、世の中のトレンドを見極め、「要素・工法技術開発とあわせて実施する活動」、「市

場要求をフィードバックする事で基幹商品をより強化する活動」、「将来の市場を見据えた次の基幹商品開発」、更

に「次々世代の基幹商品のあるべき姿を予測する活動」に取り組んでまいります。

当連結会計期間における各事業部門の研究開発項目は次のとおりであります。なお当連結会計期間の研究開発費

は２４億４３百万円であり、各事業部門に配分できない基礎的研究費用８百万円が含まれております。

(1) 自動機械部門

包装機分野においては、医薬、医療用包装機械を中心にした開発活動を展開しています。

プレフィルドシリンジ等医療関係の製品をブリスターパックする「ＭＢＰ－５００」を発売いたしました。今

後の活動テーマとしてはシール性の高い高機能包装技術に取り組んでまいります。

電子基盤の実装関連においては、コア技術である３次元画像技術をさらに高め既存機よりも高精度、高速化に対

応した「ＶＰ６０００」の開発をいたしました。今後も市場ニーズにマッチした新機種、新機能の開発に取り組ん

でまいります。

産業機械分野においては、リチウムイオン電池用捲回機の引合いを多く頂いており、それに向けた開発を展開し

ております。さらにＥＶ用リチウムイオン電池製造関連設備の引合いも活発であり、それに対応した開発を進めて

おります。

照明関連設備においては、液晶テレビ用バックライト製造システムの開発、改善を継続的に進めております。

省エネ形細管の蛍光灯についても今後のトレンドと考え積極的な開発投資を実施してまいります。

研究開発費の金額は、３億９百万円であります。

　

(2) 機器部門

半導体、フラットパネルディスプレイ、自動車業界の需要に対応した機器商品の開発及び基幹商品を中心とした

商品力強化に取り組んでおります。

半導体関連では、高集積化・高精度化の流れが加速的に進む中、市場からの流体制御に関する様々なご要求に答

えたユニット商品、薬液用マニホールド弁、高耐食流量調整弁、小型大流量弁を開発いたしました。

フラットパネルディスプレイ関連では、ガラスの大型化に伴い、非接触で安定した高精度浮上を実現したフロー

トスター、お客様の使い勝手をより向上させたリフタシリンダ、高トルク薄型ダイレクトドライブモータを開発い

たしました。

自動車関連では、低消費電力・小型化などの市場要求を受け昨年度開発しました、ＩＳＯ準拠新型空圧バルブや

プラグインマニホールドバルブ (４Ｇ４シリ－ズ) に各種オプションを追加、基幹商品であるスーパーコンパクト

シリンダや高精度ガイド付シリンダに耐環境スクレーパ形 (Ｇ５シリーズ) を開発し市場に投入しました。また、工

作機の小型化に合わせて、フィルタ、レギュレ－タから制御バルブまでをモジュ－ル接続可能にしたエアユニッ

ト、ク－ラント液制御弁のモジュ－ル化、低圧損大流量チェック弁を開発いたしました。

各業界で高精度・多機能・使いやすさの要求が高まる中、より競争力を強化するために、業界初となります双方

向計測が可能な超小形流量センサ、４面スイッチ搭載可能のスーパーコンパクトシリンダ、極限まで小型化を追求

したガイド付シリンダを開発いたしました。

研究開発費の金額は、２１億２５百万円であります。

　

 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

　当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。文中における将来に関する事項は、当

連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 (1) 当期の財政状態

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ１１３億８５百万円減少の７５２億７百万円と

なりました。このうち、流動資産が９０億１０百万円、固定資産が２３億７５百万円それぞれ減少しております。

これは主に、流動資産につきましては、売上高の減少に伴う売上債権の減少６４億９０百万円、たな卸資産の減

少１２億６４百万円によるものであります。固定資産につきましては、退職給付信託への拠出及び保有する株式の

株価下落に伴う投資有価証券の減少１７億３５百万円によるものであります。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ６６億８７百万円減少の２８０億４２百万円となりました。これは主に、

短期借入金の増加はありましたが、仕入債務、未払法人税等、その他の勘定に含まれる設備支払手形がそれぞれ減

少したことによるものであります。　

固定負債は、前連結会計年度末に比べ５２億２８百万円減少の１６億７０百万円となりました。これは主に、退

職給付信託の設定に伴う退職給付引当金の減少、社債の転換、一年内返済予定の長期借入金の流動負債への振り替

えによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ５億２９百万円増加の４５４億９３百万円となりました。これは、自己株式

の購入、配当金の支払い、その他有価証券評価差額金の減少といった減少要因はありましたが、社債の転換に伴う

新株の発行、当期純利益といった増加要因が上回ったことによるものであります。その結果、自己資本比率は前連

結会計年度末に比べて８．６％増加の６０．５％となりました。１株当たり純資産は前期比３２円５２銭増加し、

７１２円４５銭となっております。

 (2) キャッシュ・フローの分析

　キャッシュ・フローの分析につきましては、「第２ (事業の状況) 、１ (業績等の概要)  (2) キャッシュ・

フローの状況」に記載しております。

 (3) 経営成績の分析

売上高は、自動機械部門においては、薬品包装機械は堅調に推移したものの、液晶テレビ用バックライト製造装

置の特需がなくなり、機器部門においては、第１四半期まで好調だった半導体関連業界向けの売上が低迷したこと

から、前期比１０．１％減の９３７億５百万円となりました。

営業利益は、売上高の減少に加え、コストダウン活動に注力いたしましたが、販売価格の低下及び原材料価格高

騰の減益要因があり、また、一部固定費の増加を吸収できず、前期比２５．４％減の９４億８２百万円となりまし

た。経常利益は、為替差損が２億８２百万円発生し、前期比２７．８％減の９１億９９百万円、当期純利益は退職給

付信託設定益を特別利益に計上いたしましたが、投資有価証券の評価損を特別損失に計上したことにより、前期比

２６．４％減の５５億４６百万円となりました。

　これにより、１株当たり当期純利益は、２９円１３銭減少し、８４円９５銭となりました。

 (4) 次年度の経営方針と見通しについて

今後のわが国経済は、物価高・原材料価格高騰に伴う個人消費減速懸念、円高による輸出へのブレーキが懸念さ

れます。それに加え、米国の住宅融資 (サブプライムローン) による世界経済の先行き不透明感の影響による設備投

資の低迷など、当面の景気動向は今後益々後退色を強めていくものと思われます。

当社グループの属する市場におきましても、半導体関連業界を中心に設備投資の抑制が続くため受注動向は一

層厳しさを増し、収益面につきましても、原油価格高騰による原材料価格上昇で原価率が悪化し、さらには価格競

争の激化が継続するものと思われます。

このような見通しのもと、当社グループは、より高機能で付加価値の高い商品開発を追及する一方で、海外販売

を強化して事業の拡大を図るために、徹底した汎用製品のコストダウンを図り、価格競争力を一層高めてまいりま

す。また同時に、地球環境への対応を今後の事業経営の柱とし、地球温暖化の防止に配慮した省エネ・省資源等の

環境対応型商品の開発を行うことで、市場での競争優位性を確保し、目標利益を達成してまいります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資は、建物及び構築物に４億７０百万円、機械装置及び運搬具に１２億９７百万円、工具器

具及び備品に５億２９百万円、その他の設備を含めて合計２４億７０百万円となりました。事業の種類別セグメント

ごとの内訳は次のとおりであります。

自動機械部門では、設備更新を主な目的として機械装置及び運搬具に１億３４百万円、その他を含めて１億９３百

万円となりました。

機器部門では、春日井事業所の改修工事を主な目的として建物及び構築物に４億４６百万円、新製品関連及び設備

更新を主な目的として機械装置及び運搬具に１１億６２百万円、工具器具及び備品に４億８５百万円、その他を含め

て２２億４８百万円となりました。

全社資産では、小牧本社工場構内の駐車場造成工事を主な目的として建物及び構築物に１７百万円、その他を含め

て２９百万円となりました。

なお、当連結会計年度中に重要な影響を及ぼす設備の売却、撤去はありません。

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社
　 平成20年3月31日現在

事業所名
(所在地)

事業の種類別 
セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
(人)

建物及び
構築物
(百万円)

機械装置
及び運搬具

(百万円)

土地
(百万円)
(面積㎡)

工具器具
及び備品
(百万円)

合計

(百万円)

本社工場

 (愛知県小牧市)

自動機械部門

機器部門

全社共通

金属製品

製造業用

設備

3,057 1,338
324

(79,398)
306 5,027 779

春日井事業所

 (愛知県春日井市)
機器部門

金属製品

製造業用

設備

2,998 1,803
2,590

(34,733)
376 7,769 449

犬山事業所

 (愛知県扶桑町)
機器部門

金属製品

製造業用

設備

360 664
69

(15,277)
52 1,147 155

四日市事業所

 (三重県四日市市)
機器部門

金属製品

製造業用

設備

3,316 1,575
985

(78,607)
245 6,124 255

 (注) １．上記金額は、有形固定資産の帳簿価額であり建設仮勘定は含まれておりません。
２．従業員数には臨時従業員は含まれておりません。

３．上記のほか主要な賃借及びリース設備は以下のとおりであります。

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容
年間賃借料

(百万円)

本社工場

 (愛知県小牧市)
全社共通

コンピュータ・パソコン

関係費用
149

 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 在外子会社
　 平成20年3月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの　

名称

設備の
内容

帳簿価額

従業員数
(人)

建物及び
構築物
(百万円)

機械装置
及び運搬具
 (百万円)

土地
(百万円)
(面積㎡)

工具器具
及び備品
(百万円)

合計

(百万円)

喜開理

(中国)
有限公司

中国工場

 (中国江蘇省

無錫市)　　　　

機器部門

金属製品

製造業用

設備

551 539
－

(142,462)
215 1,306 177

 (注) １．土地は、借地であり借地権として無形固定資産に83百万円計上しております。面積については(　)で外書きして
おります。

２．従業員数には臨時従業員は含まれておりません。
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資については、今後の需要予測や利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画していま

す。設備計画は国内においては原則的に提出会社で作成しており、海外においても一部の連結子会社を除き提出会社

が策定しています。

当連結会計年度後、１年間の設備投資計画 (新設・拡充) は３０億円であり、事業の種類別セグメントごとの内訳は

次のとおりであります。

自動機械 (百万円) 機　器 (百万円) 全　社 (百万円) 合  計 (百万円)

100 2,800 100 3,000

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．自動機械部門は生産設備の更新、機器部門は主に生産設備及び金型の更新を計画しております。

３．経常的な設備の更新のための除売却を除き、重要な設備の除売却の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

 (1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 233,000,000

計 233,000,000

　

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数 (株) 
（平成20年3月31日)

提出日現在発行数 (株) 
(平成20年6月26日)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 69,429,349 69,429,349

東京証券取引所
　

名古屋証券取引所
 (各市場第一部)

－

計 69,429,349 69,429,349 － －

　 (注) 提出日現在の発行数には、平成20年6月1日から提出日までに転換社債型新株予約権付社債の株式への転換により発

行された株式数は含まれておりません。
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 (2) 【新株予約権等の状況】

当社は、旧商法に基づき新株予約権付社債を発行しております。

平成１７年３月３０日取締役会決議　平成２１年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債

 
事業年度末現在
 (平成20年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年5月31日)

新株予約権の数 (個) 72 72

新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 429,082 429,082

新株予約権の行使時の払込金額 (円) 839 同左

新株予約権の行使期間
自　平成17年4月27日

至　平成21年4月 6日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 (円)

発行価格

資本組入額

839

420
同左

新株予約権の行使の条件
 各本新株予約権の一部

行使はできない
同左

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡及び質入は

認めない
同左

代用払込みに関する事項

旧商法第３４１条ノ３

第１項第７号及び第８

号により、本新株予約権

を行使したときは、かか

る行使をした者から、当

該本新株予約権が付せ

られた本社債の全額の

償還に代えて当該本新

株予約権の行使に際し

て払込をなすべき額の

全額の払込がなされた

ものとする旨の請求が

あったものとみなす。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
――― ―――

　

 (3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
 (千株) 

発行済株式
総数残高
 (千株) 

資本金増減額 
　
 (百万円) 

資本金残高 
　
 (百万円) 

資本準備金
増減額
 (百万円) 

資本準備金
残高

 (百万円) 

平成17年4月 1日～　

平成18年3月31日

 (注) 

3,379 67,873 1,419 10,363 1,415 11,145

平成18年4月 1日～

平成19年3月31日

 (注) 

89 67,963 37 10,400 37 11,183

平成19年4月 1日～

平成20年3月31日

 (注) 

1,466 69,429 615 11,016 614 11,797

 (注) 新株予約権の行使による増加であります。
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 (5) 【所有者別状況】

　 平成20年3月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数　100株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の法人
外国法人等

個人その他 計
個人以外 個人

株主数（人） 1 54 44 212 154 4 11,060 11,529 －

所有株式数

（単元）
90 260,388 7,915 78,511 137,942 107 208,928 693,881 41,249

所有株式数の

割合（％）
0.01 37.53 1.14 11.31 19.88 0.02 30.11 100.00 －

 (注) 自己株式5,573,350株は、「個人その他」に55,733単元及び「単元未満株式の状況」に50株含めて記載しております。

　

 (6) 【大株主の状況】

　 平成20年3月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式総数
に対する所有株

式数の割合

(％)

日本トラスティ・サービス信託銀

行㈱ (信託口)
東京都中央区晴海一丁目８－１１ 5,248 7.56

日本マスタートラスト信託銀行㈱

 (信託口)
東京都港区浜松町二丁目１１－３ 4,837 6.97

ビービーエイチ　フォー　

フィデリティー　ロープライス

ストック　ファンド

40 WATER STREET.BOSTON MA 02109 U.

S.A
2,000 2.88

第一生命保険 (相) 東京都千代田区有楽町一丁目１３－１ 1,900 2.74

三井住友海上火災保険㈱ 東京都中央区新川二丁目２７－２ 1,860 2.68

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１－２ 1,581 2.28

ＣＫＤ持株会 愛知県小牧市応時二丁目２５０ 1,537 2.21

住友生命保険 (相) 東京都中央区築地七丁目１８－２４ 1,374 1.98

日本生命保険 (相) 
東京都千代田区丸の内一丁目６－６

日本生命証券管理部内
1,234 1.78

住友信託銀行㈱ 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５－３３ 1,000 1.44

計 － 22,573 32.51

 (注) 上記のほか、当事業年度末において保有する自己株式5,573千株 (8.03％) があります。　　
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 (7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年3月31日現在

区分 株式数 (株) 議決権の数 (個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

－ －
普通株式 5,573,300

完全議決権株式（その他） 普通株式 63,814,800 638,058 －

単元未満株式 普通株式 41,249 －
一単元 (100株) 未満の

株式

発行済株式総数 69,429,349 － －

総株主の議決権 － 638,058 －

 (注) 完全議決権株式 (その他) の株式数の欄には、実質株主名簿に記載されていない株式会社証券保管振替機構名義の株

式が、9,000株含まれています。また、議決権の数の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数90個は含ま

れておりません。

　

②【自己株式等】

　 平成20年3月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数 (株)

他人名義所有
株式数 (株)

所有株式数
の合計 (株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 (％)

 (自己保有株式)      

シーケーディ株式会社
愛知県小牧市応時

二丁目２５０番地
5,573,300 － 5,573,300 8.03

計 － 5,573,300 － 5,573,300 8.03

 (8) 【ストックオプション制度の内容】

  該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　

会社法第１５５条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第１５５条第７号に該当する普通株式の取得

 (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 (2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数 (株) 価額の総額 (円)

取締役会 (平成19年5月14日) での決議状況

 (取得期間　平成19年5月15日～平成19年6月25日)
1,000,000 1,500,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 1,000,000 1,177,602,400

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合 (％) － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合 (％) － －

区分 株式数 (株) 価額の総額 (円)

取締役会 (平成19年8月24日) での決議状況

 (取得期間　平成19年8月27日～平成19年12月27日)
2,000,000 3,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 1,639,900 1,428,664,800

残存決議株式の総数及び価額の総額 360,100 1,571,335,200

当事業年度の末日現在の未行使割合 (％) 18.0 52.4

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合 (％) 18.0 52.4

区分 株式数 (株) 価額の総額 (円)

取締役会 (平成20年1月30日) での決議状況

 (取得期間　平成20年2月1日～平成20年3月31日)
1,500,000 1,500,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 1,100,000 737,561,100

残存決議株式の総数及び価額の総額 400,000 762,438,900

当事業年度の末日現在の未行使割合 (％) 26.7 50.8

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合 (％) 26.7 50.8

区分 株式数 (株) 価額の総額 (円)

取締役会 (平成20年5月13日) での決議状況

 (取得期間　平成20年5月14日～平成20年7月31日)
3,000,000 2,400,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 － －

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －
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区分 株式数 (株) 価額の総額 (円)

当事業年度の末日現在の未行使割合 (％) － －

当期間における取得自己株式 10,300 6,694,700

提出日現在の未行使割合 (％) 99.7 99.7

(注) 当期間における取得自己株式には、平成20年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの買取りによる株式は含まれ

ておりません。

 (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数 (株) 価額の総額 (円)

当事業年度における取得自己株式 1,405 1,607,811

当期間における取得自己株式 217 137,228

 (注) 当期間における取得自己株式には、平成20年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ

る株式は含まれておりません。

 (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数 (株) 処分価額の総額
 (円) 株式数 (株) 処分価額の総額

 (円) 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他

 (単元未満株式の売渡請求による売渡) 
242 172,210 － －

保有自己株式数 5,573,350 － 5,583,867 －

 (注) 当期間における保有自己株式数には、平成20年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式は含まれておりません。
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３【配当政策】

当社は、株主への利益還元につきましては、経営基盤の充実と今後の事業拡大のための内部留保の充実を前提に、業

績に応じ連結配当性向２０％を目安として、中間配当と期末配当の年２回の配当を行うことを基本方針としておりま

す。

また、当社は会社法第４５９条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる

旨定款に定めております。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり２２円（うち中間配当１１円）を実施いたしまし

た。

なお、当事業年度にかかる剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

(百万円)

１株当たり配当額

(円)

平成19年11月9日

取締役会決議
730 11

平成20年5月13日

取締役会決議
702 11

４【株価の推移】

 (1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第84期 第85期 第86期 第87期 第88期

決算年月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月

最高（円） 720 830 1,969 2,085 1,385

最低（円） 342 571 693 1,010 587

 (注) 期別の最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 平成19年11月 平成19年12月 平成20年1月 平成20年2月 平成20年3月

最高（円） 1,148 1,080 875 786 742 685

最低（円） 1,036 746 771 594 631 587

 (注) 月別の最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

代表取締役  取締役会長 石田　正範 昭和17年 6月 1日生

昭和40年 4月 当社入社

平成 2年 5月 シーケーディ西部販売㈱　取締役社長

平成 6年 4月 シーケーディ東京販売㈱　取締役社長

平成 9年 6月 当社取締役　総務部長・広告宣伝部長

平成11年 4月 当社取締役　営業本部長

平成11年 6月 当社代表取締役専務　営業本部長

平成13年 6月 当社代表取締役副社長

平成17年 6月 当社代表取締役社長

平成20年 6月　 当社代表取締役会長（現）

(注)３ 33

代表取締役

取締役社長・

安全保障輸出

管理最高責任者

梶本　一典 昭和31年11月22日生

昭和55年 4月 当社入社

平成13年 5月 シーケーディ大阪販売㈱

取締役社長

平成16年 6月 当社取締役　執行役員・営業本部長 

平成17年 6月 当社取締役　

常務執行役員・営業本部長

平成20年 6月 当社代表取締役社長・

安全保障輸出管理最高責任者 (現)

(注)３ 16

取締役

常務執行役員・

品質・環境担当・

生産本部長

金田　堅　 昭和25年10月27日生　

昭和44年 4月 当社入社

平成16年 6月 当社執行役員・

生産本部春日井事業所長　

平成17年 3月 当社執行役員・生産本部長　

平成17年 6月 当社取締役　執行役員・生産本部長

平成20年 6月 当社取締役　常務執行役員・品質・

環境担当・生産本部長 (現)

(注)３　 14

取締役
執行役員・

人事部長
塚原　正彦 昭和29年 9月12日生

昭和53年 4月 当社入社

平成13年 5月 シーケーディ東京販売㈱営業部長

平成19年 3月 当社情報システム部長

平成19年10月 当社執行役員・人事部長

平成20年 6月 当社取締役　執行役員・

人事部長 (現)

(注)３ 5

取締役

執行役員・

経理部長・

内部統制推進室長

徳田　重友 昭和32年 9月28日生

昭和55年 4月 ㈱三井銀行 (現　㈱三井住友銀行)　入

行

平成13年10月 同行豊田法人営業部長

平成14年10月 同行刈谷法人営業部長

平成16年10月 同行名古屋法人営業第一部長

平成18年 4月 同行名古屋法人営業第二部長

平成19年 4月 同行本店上席調査役

平成20年 4月 当社経理部副部長

平成20年 6月 当社取締役　執行役員・経理部長・

内部統制推進室長 (現)

(注)３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

取締役 　 佐伯　弘文 昭和14年10月10日生

昭和39年 4月 ㈱神戸製鋼所入社

平成 5年 6月 同社取締役

平成 8年 6月 同社常務取締役

平成11年 6月 同社専務取締役

平成12年 6月 神鋼電機㈱代表取締役社長

平成19年 6月 同社代表取締役会長 (現) 

平成20年 6月 当社取締役 (現)

(注)３ －

取締役  岩崎　秀雄 昭和21年 5月 4日生

昭和45年 3月 日本電気㈱入社

平成15年 4月 同社支配人

平成15年 6月 当社取締役（現） 

平成15年 7月 日本電気㈱　執行役員

平成18年 4月 同社　顧問（現）

(注)３ －

常勤監査役  酒井　聰 昭和21年12月 3日生

昭和45年 9月 日本ソレノイド工業㈱入社

平成11年 5月 当社東京支店業務部長

平成13年 4月 当社総務部副部長

平成15年 5月 シーケーディグローバルサービス㈱

取締役社長

平成16年 6月 当社常勤監査役(現)

(注)４ 16

監査役  家中　淑夫 昭和14年12月14日生

昭和38年 4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

昭和63年 6月 同行取締役・国際業務部長

平成 3年11月 同行常務取締役

ニューヨーク支店長兼米州営業部長

平成 8年 6月 住銀リース㈱取締役副社長

平成11年 6月 住銀オートリース㈱取締役社長

平成14年10月 三井住友銀オートリース㈱

代表取締役会長

平成16年 6月 当社監査役(現)

(注)４ －

監査役 　 長谷川　弍夫 昭和 9年12月23日生

昭和48年 2月 税理士登録（現）

昭和48年10月 長谷川弍夫税理士事務所（現）

平成18年 6月 当社監査役(現)

(注)５ 4

監査役 　 奥村　?軌　 昭和20年 3月13日生　

昭和45年 4月 弁護士登録（現)

平成 3年 6月 大日本木材防腐㈱監査役 (現) 

平成13年 4月 名古屋弁護士会 

(現　愛知県弁護士会)　会長

平成20年 6月 当社監査役 (現)

(注)４　 －

    計 　 89

　 (注) １．取締役  佐伯　弘文及び岩崎 秀雄は、会社法第２条第１５号に定める社外取締役であります。

　　　　２．監査役  家中 淑夫、長谷川 弍夫及び奥村　?軌は会社法第２条第１６号に定める社外監査役であります。

　　　　３．平成２０年６月２６日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

　　　　４．平成２０年６月２６日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

　　　　５．平成１８年６月２９日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

　　　　６．現在、執行役員は１２名で、その内常務執行役員は、生産本部長　金田　堅、経営企画部長　小笠原　良成

　　　　　　営業本部長　古新　久二

その他執行役員は、人事部長　塚原　正彦、経理部長　徳田　重友、CKD THAI CORPORATION LTD.

取締役社長　永松　昌裕、営業本部　副本部長　窪岡　雅博、東京支店長　丹羽　浩二、自動機械事業所長　水野　博

文、名古屋支店長　神田　祥史、春日井事業所長　山内　吉一、総務部長　坪井　和巳で構成されております。

EDINET提出書類

シーケーディ株式会社(E01909)

有価証券報告書

27/92



６【コーポレート・ガバナンスの状況】

 (1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

  当社グループでは、グループ企業に多種多様な利害関係のある株主、取引先、金融機関等の皆様 (ステークホル

ダーの皆様) から好感を持たれ、信頼されつづける企業となるために、健全で効率的な経営を実現し、経営内容の透

明性を高めるための仕組みとしてコーポレート・ガバナンスを、一層充実してまいりたいと考えております。

 (2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　会社法に基づき、「取締役の職務遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社

の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」（内部統制システムの整備）を基本方針として取締役会に

て決議いたしております。

②　月３回の経営会議では、取締役及び担当執行役員出席のもとで、各事業本部の経営課題の討議、事業環境の分

析、業績計画の進捗状況の報告などを通じて、情報を共有し経営判断に反映させております。

③　情報開示のための体制整備

  　コーポレート・ガバナンスを充実させていくためにステークホルダーの皆様方との不断のコミュニケーショ

ンが重要であると考え、日常のＩＲ活動の他、ホームページ等を通じて経営、財務情報等の提供を積極的に行っ

ております。また、決算発表につきましても早期発表を心がけ決算事務の短縮に注力中であります。

　

 (3) 会社の機関の内容及び内部統制の関係

　会社の機関の内容及び内部統制の関係図は次のとおりであります。
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    (4) 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

　①  「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」

取締役の職務の執行に係わる文書・情報につきましては、社内規定の充実を図り、法令を順守し、取締役の職

務の執行が適正に行われるよう、適切に保存及び管理をいたします。

  ②  「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」

リスク管理につきましては、これまでは業務分掌規定の中で、社会規範、法規、公的要求事項の順守を業務活動

の基本とする旨定め、全社員の法令順守の意識を高めるとともに、本社のリスク管理部門 (総務、情報システム

部、マネージメントシステム部) を中心として各事業本部のリスク管理部門が連携してその徹底を図ってまいり

ましたが、今後は益々複雑化するリスクに対して適確且つ迅速に対応するため、リスクを社内横断的に管理する

組織としてリスク管理委員会を取締役会の下に設置し、全社リスク管理の整備に関する事項について審議決定

を行ってまいります。また今年度は、リスク管理規定を制定いたしました。

  ③  「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」

　当社では取締役会を原則毎月１回以上開催し、また、役付役員を中心に構成する「常務会」を必要に応じ随時開

催することにより迅速な経営の意思決定を図っております。各事業本部の経営課題については、役員、部門長が出

席する経営会議を開催し、事業環境の分析、業績計画の進捗状況の報告などを通じて情報を共有し、経営判断に反

映させることとしております。なお、執行役員制度を導入しており、従来の取締役会が有していた「経営の意思決

定及び監督機能」と「業務執行機能」とを分離し、取締役員数を削減することにより、的確かつ迅速な意思決定

を行い、業務執行については執行役員への「権限委譲」と「責任の明確化」により機動的な業務執行を行ってお

ります。

  ④  「使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」

　従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任（及び企業倫理）を果たすため「社会的責任の

自覚」を経営理念の一つとして定め、行動規準を整備し、社内に周知徹底を図っております。法令順守の事例とし

て、安全保障輸出管理規程、違法行為通報規定を制定しております。

  ⑤　「株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」

　子会社についても経営理念の周知徹底を図り、業務の適正を確保してまいります。

　国内、海外の子会社の管理体制を整備し、子会社管理規定を定め子会社の状況に応じて必要な管理を行っており

ます。

　⑥　「監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項」

　　　「前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項」

  現在は、補助をすべき専従の使用人はおりませんが、必要に応じて専従の使用人を置くこととし、その場合の人

事は、取締役と監査役が事前に協議することといたします。

　⑦  「取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制」

  取締役及び従業員は、法令及び監査役会の定めるところに従い、監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提

供を行うことといたします。

　報告・情報提供としての主なものは次のとおりであります。

　・経営状況及び事業の遂行状況

　・当社グループの内部統制システム構築に関する部門の活動状況

　・当社グループの子会社等の監査役及び内部監査部門の活動状況

　・当社グループの重要な会計方針、会計基準及びその変更

　・業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容

　⑧  「その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」

  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制については、監査役の職務を補助する部門

の設置の検討を含め、当社グループの内部監査体制と内部統制システムの体制との調整を図り、当社グループの

監査体制の実効性を高めることを検討してまいります。その一環として、平成１９年６月２８日に経営直轄の独

立した内部監査室を設置しております。
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 (5) 監査役監査及び内部監査の状況

  監査役監査体制につきましては、監査役制度を採用し、監査役会は、社外監査役３名を含む４名の監査役で構成さ

れております。各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な

会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査しております。また、内部監査部門２

名及び会計監査人とは、定期的又は必要の都度、情報交換を行うことにより連携を図っております。

内部監査につきましては、内部監査の監査機能を強化するために、人員を専任２名、兼任３名の計５人体制といた

しました。監査業務は代表取締役社長の承認した年度監査計画により着手し、平成１９年度は延べ３４部門の監査

を実施しました。また、監査役とは定期的又は必要の都度、情報交換を行うことにより連携を図っております。

　

 (6) 会計監査の状況

　当社は監査法人トーマツと会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し、会計監査を受けてお

ります。

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員　業務執行社員 中村　誠一

指定社員　業務執行社員 蛯原　新治

なお、当社の監査業務にかかる補助者は１４名 (公認会計士５名、会計士補等７名、その他２名) であります。

 (7) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害の関係の概要

社外取締役佐伯弘文氏につきましては、神鋼電機株式会社の代表取締役会長を兼任しており、同社は当社との間

に商品売買等の取引があります。

社外取締役岩崎秀雄氏、社外監査役家中淑夫氏、社外監査役長谷川弍夫氏、社外監査役奥村?軌氏につきましては、

人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 (8) 役員報酬の内容

　①　取締役及び監査役に支払った報酬は次のとおりであります。

区分 支払人員 支払総額

取締役 ８名 322百万円

監査役 ４名 31百万円

　　 (注) 上記支払額のうち、社外取締役２名及び社外監査役３名の報酬の総額は20百万円であります。

　②  使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額は次のとおりであります。

区分 支払人員 支払総額

取締役 ４名 73百万円

 (9) 監査報酬の内容

当社が監査法人に支払うべき監査報酬は次のとおりであります。

　

公認会計士法 (昭和２３年法律第１０３号) 第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の額　　２３百万円 

上記以外の業務に基づく報酬 (財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務)  　　   　　　１百万円

　

 (10) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第４２７条第１項の規定に基づき、同法第４２３条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としてお

ります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行

について善意かつ重大な責任がないときに限られます。また、平成２０年６月２６日開催の定時株主総会におい

て、新たに選任された社外取締役佐伯弘文氏及び社外監査役奥村?軌氏とも同様の契約を締結する予定でありま

す。
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 (11) 取締役の定数

当社の取締役は１０名以内とする旨定款に定めております。

　

 (12) 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第４５９条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を

除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会

の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

　

 (13) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席してその議決権の過半数をもって行い、かつ累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

　

 (14) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第３０９条第２項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上で行う旨を定款に定めております。

これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とする

ものであります。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和５１年大蔵省令第

２８号。以下「連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成しております。

　前連結会計年度 (平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで) は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度 (平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで) は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　なお、当連結会計年度 (平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで) については、「企業内容等の開示に

関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」 (平成１９年８月１５日内閣府令第６５号) 附則第１０条第２項第

１号ただし書きにより、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和３８年大蔵省令第５９号。以下

「財務諸表等規則」という。) に基づいて作成しております。

　前事業年度 (平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで) は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度 (平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで) は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しており

ます。

　なお、当事業年度 (平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで) については、「企業内容等の開示に関す

る内閣府令等の一部を改正する内閣府令」 (平成１９年８月１５日内閣府令第６５号) 附則第９条第２項第１号た

だし書きにより、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づき、前連結会計年度 (平成１８年４月１日から平成１９年３月

３１日まで) の連結財務諸表及び前事業年度 (平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで) の財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度 (平成１９年４月１日から平成

２０年３月３１日まで) の連結財務諸表及び当事業年度 (平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで) の財

務諸表について、監査法人トーマツによる監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】

 (1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度

(平成19年3月31日)
当連結会計年度

(平成20年3月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円) 構成比
(％) 金額 (百万円) 構成比

(％)

 (資産の部) 　     

Ⅰ　流動資産 　     

１．現金及び預金 　 4,468  3,611  

２．受取手形及び売掛金 ※４ 25,782  20,435  

３．営業未収入金 　 3,538  2,395  

４．たな卸資産 　 17,855  16,591  

５．繰延税金資産 　 1,576  1,342  

６．その他 　 993  798  

７．貸倒引当金 　 △54  △24  

流動資産合計 　 54,160 62.5 45,150 60.0

Ⅱ　固定資産 　     

(1) 有形固定資産 ※２     

１．建物及び構築物 　 11,484  10,886  

２．機械装置及び運搬具 　 6,293  6,237  

３．工具器具及び備品 　 1,842  1,386  

４．土地 　 4,596  4,606  

５．建設仮勘定 　 262  346  

有形固定資産合計 　 24,479 28.3 23,464 31.2

(2) 無形固定資産 　 631 0.7 541 0.7

(3) 投資その他の資産 　     

１．投資有価証券 ※１ 5,624  3,889  

２．繰延税金資産 　 926  697  

３．その他 ※１　 826  1,552  

４．貸倒引当金 　 △55  △88  

投資その他の資産合計 　 7,321 8.5 6,050 8.1

固定資産合計 　 32,432 37.5 30,056 40.0

資産合計 　 86,592 100.0 75,207 100.0

 

EDINET提出書類

シーケーディ株式会社(E01909)

有価証券報告書

33/92



  
前連結会計年度

(平成19年3月31日)
当連結会計年度

(平成20年3月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円) 構成比
(％) 金額 (百万円) 構成比

(％)

(負債の部) 　     

Ⅰ　流動負債 　     

１．支払手形及び買掛金 　 15,517  13,582  

２．短期借入金 　 1,983  6,270  

３．一年内返済予定の長期借入金 　 5  1,305  

４．未払費用 　 3,178  2,553  

５．未払法人税等 　 3,179  452  

６．製品補償引当金 　 60  83  

７．受注損失引当金 　 －  93  

８．その他 　 10,804  3,700  

流動負債合計 　 34,729 40.1 28,042 37.3

Ⅱ　固定負債 　     

１．社債 　 1,590  360  

２．長期借入金 　 1,310  5  

３．退職給付引当金 　 3,041  195  

４．役員退職慰労引当金 　 188  －  

５．その他 　 768  1,109  

　固定負債合計 　 6,898 8.0 1,670 2.2

負債合計 　 41,628 48.1 29,713 39.5

(純資産の部) 　     

Ⅰ　株主資本 　     

１．資本金 　 10,400 12.0 11,016 14.7

２．資本剰余金 　 11,998 13.9 12,612 16.8

３．利益剰余金 　 21,978 25.4 25,869 34.4

４．自己株式 　 △768 △0.9 △4,113 △5.5

　　株主資本合計 　 43,609 50.4 45,384 60.4

Ⅱ　評価・換算差額等 　     

１．その他有価証券評価差額金 　 1,009 1.1 △321 △0.4

２．為替換算調整勘定 　 345 0.4 431 0.5

　　評価・換算差額等合計 　 1,355 1.5 109 0.1

純資産合計 　 44,964 51.9 45,493 60.5

負債純資産合計 　 86,592 100.0 75,207 100.0
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②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円) 百分比
(％) 金額 (百万円) 百分比

(％)

Ⅰ　売上高 　  104,262 100.0  93,705 100.0

Ⅱ　売上原価 　  75,163 72.1  68,483 73.1

売上総利益 　  29,099 27.9  25,221 26.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

１．人件費 　 6,669   6,497   

２．退職給付費用 　 235   225   

３．役員退職慰労引当金繰入額 　 58   15   

４．荷造運搬費 　 1,532   1,489   

５．賃借料 　 1,124   1,134   

６．業務委託費 　 991   896   

７．減価償却費 　 300   336   

８．研究開発費 ※１ 2,664   2,443   

９．事業税 　 167   147   

10．その他 　 2,639 16,383 15.7 2,552 15,739 16.8

営業利益 　  12,715 12.2  9,482 10.1

Ⅳ　営業外収益 　       

１．受取利息 　 31   34   

２．受取配当金 　 49   98   

３．仕入割引 　 76   76   

４. 為替差益 　 144   －   

５．保険代理店手数料 　 64   88   

６．その他 　 165 532 0.5 225 523 0.6

Ⅴ　営業外費用 　       

１．支払利息 　 96   117   

２．売上割引 　 228   273   

３．システムライセンス料等 　 23   －   

４．為替差損 　 －   282   

５．その他 　 154 502 0.5 132 806 0.9

経常利益 　  12,745 12.2  9,199 9.8

Ⅵ　特別利益 　       

１．固定資産売却益 ※２ 12   40   

２．投資有価証券売却益 　 0   36   

３．退職給付信託設定益 　 －   810   

４．その他 　 0 12 0.0 4 892 1.0

Ⅶ　特別損失 　       

１．固定資産処分損 ※３ 132   95   

２．建物解体費用 　 34   －   

３．建物原状回復費用 　 37   －   

４．投資有価証券評価損 　 －   351   

５．製品補償引当金繰入額 　 －   90   

６．その他 　 － 204 0.2 42 579 0.6

税金等調整前当期純利益 　  12,554 12.0  9,511 10.2

法人税、住民税及び事業税 　 4,548   2,775   
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前連結会計年度

(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円) 百分比
(％) 金額 (百万円) 百分比

(％)

法人税等調整額 　 464 5,012 4.8 1,189 3,964 4.3

当期純利益 　  7,541 7.2  5,546 5.9
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度 (自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日　残高
               (百万円) 10,363 11,960 15,626 △752 37,197

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 37 37   75

剰余金の配当 (注)   △660  △660

剰余金の配当   △529  △529

当期純利益   7,541  7,541

自己株式の取得    △16 △16

自己株式の処分  0  0 0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額 (純額)

     

連結会計年度中の変動額合計
(百万円) 37 38 6,351 △16 6,411

平成19年3月31日　残高
　　　　　　　(百万円) 10,400 11,998 21,978 △768 43,609

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 　　
　評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算差額
等合計

平成18年3月31日　残高
　　　　　　　(百万円) 768 80 848 38,046

連結会計年度中の変動額     

新株の発行    75

剰余金の配当 (注)    △660

剰余金の配当    △529

当期純利益    7,541

自己株式の取得    △16

自己株式の処分    0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額 (純額) 241 264 506 506

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　(百万円) 241 264 506 6,917

平成19年3月31日　残高
　　　　　　　(百万円) 1,009 345 1,355 44,964

 (注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当連結会計年度 (自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日　残高
　　　　　　　(百万円) 10,400 11,998 21,978 △768 43,609

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 615 614   1,230

剰余金の配当   △1,656  △1,656

当期純利益   5,546  5,546

自己株式の取得    △3,345 △3,345
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株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

自己株式の処分  0  0 0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額 (純額)

     

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　(百万円) 615 614 3,890 △3,345 1,775

平成20年3月31日　残高
　　　　　　　(百万円) 11,016 12,612 25,869 △4,113 45,384

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算差額
等合計

平成19年3月31日　残高
　　　　　　　(百万円)

1,009 345 1,355 44,964

連結会計年度中の変動額     

新株の発行    1,230

剰余金の配当    △1,656

当期純利益    5,546

自己株式の取得    △3,345

自己株式の処分    0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額 (純額)

△1,331 85 △1,245 △1,245

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　(百万円)

△1,331 85 △1,245 529

平成20年3月31日　残高
　　　　　　　(百万円)

△321 431 109 45,493
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円) 金額 (百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　   

税金等調整前当期純利益 　 12,554 9,511

減価償却費 　 2,651 3,568

貸倒引当金の増減額 (減少：△) 　 △8 1

役員賞与引当金の増減額 (減少：△) 　 △124 －

退職給付引当金の増減額 (減少：△) 　 △1,518 △878

退職給付信託設定益 　 － △810

固定資産除却損失引当金の増減額 (減少：△) 　 △76 －

受取利息及び受取配当金 　 △81 △133

支払利息 　 96 117

投資有価証券売却益 　 △0 △36

投資有価証券評価損 　 － 351

固定資産処分損 　 204 95

固定資産売却益 　 △12 △40

売上債権の増減額 (増加：△) 　 △505 5,429

営業未収入金の増減額 (増加：△) 　 △492 1,143

たな卸資産の増減額 (増加：△) 　 △3,288 1,381

仕入債務の増減額 (減少：△) 　 571 △2,079

未払消費税等の増減額 (減少：△) 　 △237 529

前受金の増減額 (減少：△) 　 415 △1,314

その他 　 683 △1,273

小計 　 10,830 15,562

利息及び配当金の受取額 　 81 133

利息の支払額 　 △93 △116

法人税等の支払額 　 △3,103 △5,465

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 7,715 10,113

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　   

投資有価証券の取得による支出 　 △2,736 △1,805

投資有価証券の売却による収入 　 10 147

有形固定資産の取得による支出 　 △3,461 △8,540

有形固定資産の売却による収入 　 17 42

無形固定資産の取得による支出 　 △248 △45

子会社株式の取得による支出 　 △49 △49

関連会社株式の取得による支出 　 － △41

その他 (純額) 　 △135 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △6,603 △10,319

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　   

短期借入金純増減額 (減少：△) 　 1,089 4,218

長期借入金の返済による支出 　 △305 △5

自己株式の取得による支出 　 － △3,343

自己株式 (単元未満株式等) の純増減額 (増加：△) 　 △15 △1

親会社による配当金の支払額 　 △1,187 △1,653

その他 (純額) 　 25 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △393 △799

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 96 148

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 (減少：△) 　 814 △856

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 3,648 4,462

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,462 3,605
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

１．連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数　１２社

 連結子会社の名称

  (国内子会社４社)

１．連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数　１２社

同左

シコク精工株式会社

福島ホーニング工業株式会社

スリーテック株式会社

シーケーディグローバルサービス株式会社

 

 (在外子会社８社) 　

CKD THAI CORPORATION LTD.

CKD SINGAPORE PTE.LTD.

CKD USA CORPORATION

M-CKD PRECISION SDN.BHD.

CKD SALES THAI CORPORATION LIMITED

喜開理 (中国) 有限公司

喜開理 (上海) 機器有限公司

CKD韓国株式会社

　

　CKD SALES THAI CORPORATION LIMITEDは現在休

眠中であります。　

　

(2) 非連結子会社の名称等 (2) 非連結子会社の名称等

CKD EUROPE B.V.  

台湾喜開理股?有限公司

(平成１９年３月出資金払込み、４月設立登記完了) 

(連結の範囲から除いた理由)

　非連結子会社の総資産、売上高、当期純利益及び利益

剰余金等は、いずれも小規模であり、全体としても連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので、連結の

範囲に含めておりません。

CKD EUROPE B.V.  

台湾喜開理股?有限公司

(連結の範囲から除いた理由)

　非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及び利益

剰余金等は、いずれも小規模であり、全体としても連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので、連結の

範囲に含めておりません。

２．持分法の適用に関する事項

　　 下記の非連結子会社 (２社) に対する投資については、

当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が極めて僅

少であり、全体として重要性がないため持分法を適用せ

ず原価法により評価しております。

２．持分法の適用に関する事項

　　 下記の非連結子会社 (２社) 及び関連会社 (１社)

に対する投資については、当期純利益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が極めて僅少であり、全体として重要性が

ないため持分法を適用せず原価法により評価しており

ます。

持分法不適用会社 持分法不適用会社

 (非連結子会社)

 CKD EUROPE B.V.  

 台湾喜開理股?有限公司

　

　

 (非連結子会社)

 CKD EUROPE B.V.  

 台湾喜開理股?有限公司

 (関連会社) 

 株式会社パボット技研
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前連結会計年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、海外子会社を除き親会社の決

算日と一致しております。

　次の海外子会社の決算日はすべて１２月３１日であ

ります。

 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

(1) 連結子会社の決算日は、海外子会社を除き親会社の決

算日と一致しております。

　海外子会社の決算日はすべて１２月３１日でありま

す。

CKD THAI CORPORATION LTD.

CKD SINGAPORE PTE.LTD.

CKD USA CORPORATION

M-CKD PRECISION SDN.BHD.

CKD SALES THAI CORPORATION LIMITED

喜開理 (中国) 有限公司

喜開理 (上海) 機器有限公司

CKD韓国株式会社 

 

　連結財務諸表の作成にあたっては、連結子会社の決算

財務諸表を採用しておりますが、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

(2) 連結財務諸表の作成にあたっては、連結子会社の決算

財務諸表を採用しておりますが、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

４．会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

ａ．子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

ｂ．その他有価証券　

時価のあるもの

…期末決算日の市場価格等に基づく時価法

 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は主として移動平均法により

算定) 

４．会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

ａ．子会社株式及び関連会社株式

同左

ｂ．その他有価証券　

時価のあるもの

同左

時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

ａ．製品

自動機械製品

…個別法による原価法

機器製品

…総平均法による原価法

ｂ．原材料

…総平均法による原価法

ｃ．仕掛品

…個別法による原価法

②　たな卸資産

ａ．製品

自動機械製品

同左

機器製品

同左　　

ｂ．原材料

同左

ｃ．仕掛品

同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法

　ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物

 (建物附属設備を除く) については定額法を採用し

ております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　３年～５０年 

機械装置及び運搬具　３年～１７年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法 

　ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物

 (建物附属設備を除く) については定額法を採用し

ております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　３年～５０年 

機械装置及び運搬具　３年～１７年
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前連結会計年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

─────  (会計処理方法の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度より、平成１９年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益は、それぞれ89百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該個所に記

載しております。

─────  (追加情報)

当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、

平成１９年３月３１日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益がそれぞれ126百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該個所に記

載しております。

②　無形固定資産

定額法

　なお、ソフトウェア (自社利用) については、社内に

おける利用可能期間 (５年) に基づく定額法を採用

しております。

②　無形固定資産 

同左

　

 (3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数 (１２年) による定額法に

より費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

 (１２年) による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。

②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数 (１２年) による定額法に

より費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

 (１２年) による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。

　なお、当社は当連結会計年度末において、年金資産

見込額が、退職給付債務見込額を超過したため、超過

額を前払年金費用に計上し、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しております。

 

EDINET提出書類

シーケーディ株式会社(E01909)

有価証券報告書

42/92



前連結会計年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

③　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支払いに備えるため、内規に基づ

く支給見積額を引当計上しております。

③　　　　　　  　─────

─────  (追加情報)

当社については、従来、役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく支給見積額を計上してお

りましたが、平成１９年４月開催の取締役会におい

て、役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。

　この制度の廃止に伴い、平成１９年６月２８日開催

の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止

に伴う打ち切り支給を決議いたしました。これによ

り、決議時点での「役員退職慰労引当金」計上額199

百万円を固定負債「その他」に振り替えておりま

す。

④　製品補償引当金

顧客に納入した製品に対し発生したクレームに係

る費用に備えるため、今後発生が見込まれる補償費

等について合理的に見積もられる金額を計上してお

ります。

④　製品補償引当金

同左

⑤　　　　　　　  ───── ⑤　受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会

計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上

しております。

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準  (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損

益として処理しております。なお、在外子会社の資産、

負債、収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算

調整勘定に含めております。

同左

 (5) 重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替変

動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たし

ている場合には振当処理を、金利スワップについて

特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を

採用しております。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ａ．ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…製品輸出による外貨建売上債権、

原材料輸入による外貨建買入債務及び外貨建予

定取引

同左

　　ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金
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前連結会計年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

③　ヘッジ方針

　主に当社グループの内規である「金融市場リスク

管理規定」及び「金利・為替リスク管理要領」に基

づき、為替相場変動リスク及びヘッジ対象に係る金

利変動リスクをヘッジしております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しております。ただし、特例処理

によっている金利スワップについては、有効性の評

価を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項

 ①　在外連結子会社の財務諸表は、所在地国において一

般に公正妥当と認められている会計処理基準に基づ

いて作成しております。なお、在外連結子会社の主要

な会計処理基準は次のとおりであります。

 (7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項

  ①　　　　　　　　 　同左

たな卸資産…先入先出法による低価法

固定資産の減価償却方法

有形固定資産…定額法 (見積耐用年数)

　

　

　

②　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

②　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却については、５年間の定

額法により償却を行っております。

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期投資からなっております。

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

会計処理方法の変更

前連結会計年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準第５号　平成１７年１

２月９日) 及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用方針」企業会計基準適用指針第８号　平

成１７年１２月９日) を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、44,964百万

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

─────

表示方法の変更
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前連結会計年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

 (連結貸借対照表) ─────

前連結会計年度において固定負債に表示しておりまし

た「連結調整勘定」は、当連結会計年度から「負ののれ

ん」となっておりますが、負債及び純資産額の合計額の

100分の1以下であるため、当連結会計年度より「その他」

に含めて表示しております。なお、「その他」に含めた金

額は2百万円であります。

 

─────  (連結損益計算書)

　 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「システ

ムライセンス料等」 (当連結会計年度1百万円) は、金額的

重要性が乏しいため、営業外費用の「その他」に含めて表

示しております。
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注記事項

 (連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度

(平成19年3月31日)
当連結会計年度

(平成20年3月31日)

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資有価証券 (株式) 2百万円

その他 (出資金) 49百万円

投資有価証券 (株式) 142百万円

※２．有形固定資産から控除した減価償却累計額は、

　36,267百万円であります。 

※２．有形固定資産から控除した減価償却累計額は、

　38,591百万円であります。 

３．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。この契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

３．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。この契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 4,500百万円

借入実行残高 1,000百万円

差引額 3,500百万円

貸出コミットメントの総額 6,500百万円

借入実行残高 5,500百万円

差引額 1,000百万円

※４．期末日満期手形については、手形満期日に入・出金

の処理をする方法によっております。従って当連結会

計年度末日は金融機関休業日のため次の期末日満期

手形が期末残高に含まれておりません。

※４．　　　　　　   ―――――

受取手形 208百万円  

 (連結損益計算書関係) 

前連結会計年度

(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

※１．一般管理費に含まれる研究開発費は、2,664百万円で

あります。

※１．一般管理費に含まれる研究開発費は、2,443百万円で

あります。なお、当期総製造費用に含まれる研究開発

費はありません。

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 7百万円

工具器具及び備品 4百万円

無形固定資産 0百万円

合　計 12百万円

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 7百万円

工具器具及び備品 32百万円

合　計 40百万円

※３．固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 44百万円

機械装置及び運搬具 54百万円

工具器具及び備品 27百万円

建設仮勘定 5百万円

無形固定資産 0百万円

合　計 132百万円

※３．固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 15百万円

機械装置及び運搬具 56百万円

工具器具及び備品 20百万円

土地 0百万円

無形固定資産 3百万円

合　計 95百万円
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 (連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度 (自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数 (千株) 

当連結会計年度
増加株式数 (千株)

当連結会計年度
減少株式数 (千株)

当連結会計年度末
株式数 (千株)

発行済株式     

普通株式　 (注) １ 67,873 89 － 67,963

合計 67,873 89 － 67,963

自己株式     

普通株式　 (注) ２，３ 1,824 8 0 1,832

合計 1,824 8 0 1,832

 (注) １．普通株式の発行済株式総数の増加89千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加8千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

３．普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 (決議) 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり 
配当額 (円) 基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 660 10 平成18年3月31日 平成18年6月30日

平成18年11月9日

取締役会
普通株式 529 8 平成18年9月30日 平成18年12月8日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 (決議) 株式の種類
配当金の総額

(百万円) 配当の原資
１株当たり 
配当額 (円) 基準日 効力発生日

平成19年5月14日

取締役会
普通株式 925 利益剰余金 14 平成19年3月31日 平成19年6月8日

当連結会計年度 (自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数 (千株)

当連結会計年度
増加株式数 (千株)

当連結会計年度
減少株式数 (千株)

当連結会計年度末
株式数 (千株)

発行済株式     

普通株式　 (注) １ 67,963 1,466 － 69,429

合計 67,963 1,466 － 69,429

自己株式     

普通株式　 (注) ２，３ 1,832 3,741 0 5,573

合計 1,832 3,741 0 5,573

 (注) １．普通株式の発行済株式総数の増加1,466千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加でありま

す。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加3,741千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加3,739千株、

単元未満株式の買取りによる増加1千株であります。

３．普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額
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 (決議) 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり 
配当額 (円) 基準日 効力発生日

平成19年5月14日

取締役会
普通株式 925 14 平成19年3月31日 平成19年6月8日

平成19年11月9日

取締役会
普通株式 730 11 平成19年9月30日 平成19年12月10日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 (決議) 株式の種類
配当金の総額

(百万円) 配当の原資
１株当たり 
配当額 (円) 基準日 効力発生日

平成20年5月13日

取締役会
普通株式 702 利益剰余金 11 平成20年3月31日 平成20年6月6日
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 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度

(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,468百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △5百万円

現金及び現金同等物 4,462百万円

２．重要な非資金取引の内容

　

新株予約権の行使による

資本金増加額 37百万円
新株予約権の行使による

資本準備金増加額 37百万円

新株予約権行使による

転換社債型新株予約権付社債減少額 75百万円

　

現金及び預金勘定 3,611百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △5百万円

現金及び現金同等物 3,605百万円

２．重要な非資金取引の内容

 (1) 新株予約権の行使

新株予約権の行使による

資本金増加額 615百万円
新株予約権の行使による

資本準備金増加額 614百万円

新株予約権行使による

転換社債型新株予約権付社債減少額 1,230百万円

 (2) 退職給付信託の設定

投資有価証券の退職給付信託への

拠出額 (帳簿価額) 1,156百万円

退職給付信託設定益 810百万円

投資有価証券の退職給付信託への

拠出額 (時価) 1,967百万円

  なお、投資有価証券の退職給付信託への拠出額は、

退職給付引当金の増減額に含めております。
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 (リース取引関係) 

前連結会計年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 (借主側)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 (借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得
価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

期末
残高
相当額

(百万円)

機械装置及び
運搬具

271 211 60

工具器具及び備品 759 499 259

無形固定資産 76 49 27

合計 1,107 759 347

 

取得
価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

期末
残高
相当額

(百万円)

機械装置及び
運搬具

150 116 33

工具器具及び備品 873 510 363

無形固定資産 57 31 26

合計 1,081 657 423

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年内 184百万円

１年超 219百万円

合計 403百万円

１年内 194百万円

１年超 254百万円

合計 449百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 261百万円

減価償却費相当額 233百万円

支払利息相当額 7百万円

支払リース料 239百万円

減価償却費相当額 200百万円

支払利息相当額 8百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

同左

 (5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

同左

２．　　　　　　　   ───── ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 3百万円

１年超 5百万円

合計 9百万円

 (減損損失について)

　リース資産に配分された減損損失はありません。 

 (減損損失について)

同左
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 (有価証券関係) 

前連結会計年度 (平成19年3月31日現在) 

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

   

①　株式 3,200 4,792 1,592

②　債券 4 5 1

③　その他 106 147 41

計 3,310 4,946 1,635

(2) 連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

   

①　株式 747 633 △113

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 747 633 △113

合計 4,057 5,580 1,522

 (注) その他有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％超下落した場合に「著しく下落した」とみ

なして減損処理を行っております。また、30％以上50％以下の下落については、個別銘柄毎に当期における有価証券

の時価の推移、発行会社の財務諸表の検討等を行い、内規に基づき「著しく下落した」と判断した場合には、減損処

理を行っております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 (自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日)

売却額 (百万円) 売却益の合計額 (百万円) 売却損の合計額 (百万円) 

10 0 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 連結貸借対照表計上額 (百万円) 

その他有価証券　非上場株式 42

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

区分
1年以内
(百万円)

1年超5年以内
(百万円)

5年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

１．債券     

①　社債 － 5 － －

②　その他 － － － －

２．その他 － 10 － －

合計 － 15 － －

当連結会計年度 (平成20年3月31日現在)

１．その他有価証券で時価のあるもの
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区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

   

①　株式 619 769 149

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 619 769 149

(2) 連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

   

①　株式 3,625 2,935 △689

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 3,625 2,935 △689

合計 4,244 3,704 △539

 (注) 当連結会計年度において、有価証券について351百万円減損処理を行っております。

　なお、その他有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％超下落した場合に「著しく下落し

た」とみなして減損処理を行っております。また、30％以上50％以下の下落については、個別銘柄毎に当期における

有価証券の時価の推移、発行会社の財務諸表の検討等を行い、内規に基づき「著しく下落した」と判断した場合に

は、減損処理を行っております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 (自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日) 

売却額 (百万円) 売却益の合計額 (百万円) 売却損の合計額 (百万円) 

147 36 －

上記のほか、退職給付信託1,967百万円 (時価) を設定し、退職給付信託設定益810百万円を計上しております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 連結貸借対照表計上額 (百万円) 

その他有価証券　非上場株式 42
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 (デリバティブ取引関係) 

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

(1) 取引の内容及び利用目的等 (1) 取引の内容及び利用目的等

　当グループは、外貨建の債権・債務に係る為替変動リ

スク回避を目的として、為替先物予約を、借入金に係る

金利変動リスクの回避及び金利コスト削減を目的とし

て金利スワップを利用しております。

同左

(2) 取引に対する取組方針 (2) 取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、通貨関連では、外貨建金銭債権債

務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図

る目的で、また金利関連では借入金に対する支払利息の

削減及び金利変動リスクを回避する目的で利用するも

のであり、短期的な売買差益を獲得する目的

 (トレーディング目的) や投機目的のためのデリバティ

ブ取引は行わない方針であります。

同左

(3) 取引に係るリスクの内容 (3) 取引に係るリスクの内容

　為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金

利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有し

ております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し

ているため信用リスクはほとんどないと認識しており

ます。

同左

(4) 取引に係るリスク管理体制 (4) 取引に係るリスク管理体制

　現状、ヘッジ対象及び目的も限定的に運用しているの

で、特段のリスク管理は行っておりません。

同左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度 (自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日)　

　金利スワップについては、ヘッジ会計が適用されており、また、為替先物予約については、期末残高がない

ため記載しておりません。

当連結会計年度 (自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日) 

  金利スワップについては、ヘッジ会計が適用されており、また、為替先物予約については、期末残高がない

ため記載しておりません。
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 (退職給付関係) 

前連結会計年度
(平成19年3月31日)

当連結会計年度
(平成20年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要

　シーケーディ㈱及びシーケーディグローバルサービス㈱

は、確定給付型の企業年金基金制度と確定拠出年金制度を

併用しております。

　なお、福島ホーニング工業㈱については、個別に適格退職

年金制度を採用しており、シコク精工㈱、スリーテック㈱及

び一部の海外連結子会社については、退職一時金制度を採

用しております。また、一部の海外連結子会社については、

確定拠出年金制度を採用しております。

　シーケーディ㈱及びシーケーディグローバルサービス

㈱は、確定給付型の企業年金基金制度と確定拠出年金制

度を併用しております。また、シーケーディ㈱は退職給付

信託を設定しております。

　なお、福島ホーニング工業㈱については、個別に適格退

職年金制度を採用しており、シコク精工㈱、スリーテック

㈱及び一部の海外連結子会社については、退職一時金制

度を採用しております。また、一部の海外連結子会社につ

いては、確定拠出年金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 △18,363百万円

(2) 年金資産 16,123百万円

(3) 未積立退職給付債務(1)+(2) △2,240百万円

(4) 未認識数理計算上の差異 3,319百万円

(5) 未認識過去勤務債務 △4,121百万円

(6) 退職給付引当金(3)+(4)+(5) △3,041百万円

(1) 退職給付債務 △16,909百万円

(2) 退職給付信託 1,122百万円

(3) 年金資産 14,867百万円

(4) 未積立退職給付債務(1)+(2)+(3) △919百万円

(5) 未認識数理計算上の差異 4,966百万円

(6) 未認識過去勤務債務 △3,650百万円

(7) 貸借対照表計上額純額(4)+(5)+(6) 396百万円

(8) 前払年金費用 592百万円

(9) 退職給付引当金(7)-(8) △195百万円

 (注) 一部の子会社については、退職給付債務の算定に当た

り、簡便法を採用しております。

 (注) 　　              同左                 

前連結会計年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用 709百万円

(2) 利息費用 364百万円

(3) 期待運用収益 △457百万円

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 532百万円

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △470百万円

(6) 退職給付費用

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
677百万円

(7) 確定拠出年金への掛金支払額 145百万円

　　　　計　 823百万円

(1) 勤務費用 661百万円

(2) 利息費用 360百万円

(3) 期待運用収益 △481百万円

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 578百万円

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △470百万円

(6) 退職給付費用

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
646百万円

(7) 確定拠出年金への掛金支払額 148百万円

　　　　計　 795百万円

 (注) 簡便法及び退職一時金制度を採用している連結子

会社の退職給付費用は(1) 勤務費用に計上しており

ます。

 (注)                   同左

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率 2.0％

(3) 期待運用収益率 3.0％

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 12年

(5) 数理計算上の差異の処理年数 12年

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 同左

(2) 割引率 同左

(3) 期待運用収益率 同左

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 同左

(5) 数理計算上の差異の処理年数 同左
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前連結会計年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用 709百万円

(2) 利息費用 364百万円

(3) 期待運用収益 △457百万円

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 532百万円

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △470百万円

(6) 退職給付費用

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
677百万円

(7) 確定拠出年金への掛金支払額 145百万円

　　　　計　 823百万円

(1) 勤務費用 661百万円

(2) 利息費用 360百万円

(3) 期待運用収益 △481百万円

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 578百万円

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △470百万円

(6) 退職給付費用

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
646百万円

(7) 確定拠出年金への掛金支払額 148百万円

　　　　計　 795百万円

 (注) 簡便法及び退職一時金制度を採用している連結子

会社の退職給付費用は(1) 勤務費用に計上しており

ます。

 (注)                   同左

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 (注) 数理計算上の差異の償却については、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理すること

としております。

 (注)                   同左                     
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 (税効果会計関係) 

前連結会計年度
(平成19年3月31日)

当連結会計年度
(平成20年3月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

　の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 繰延税金資産

退職給付引当金 1,219百万円

未払費用 1,053百万円

未払事業税 239百万円

子会社の税務上の欠損金 245百万円　

その他 682百万円

繰延税金資産小計 3,440百万円

評価性引当額 △271百万円

繰延税金資産合計 3,168百万円

未払費用 886百万円

退職給付信託設定額 798百万円

投資有価証券評価損 250百万円

その他有価証券評価差額金 218百万円

子会社の税務上の欠損金 173百万円

たな卸資産 163百万円

連結会社間の内部利益の消去 119百万円

その他 537百万円

繰延税金資産小計 3,147百万円

評価性引当額 △365百万円

繰延税金資産合計 2,781百万円

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △512百万円

留保利益に対する税効果 △153百万円

繰延税金負債合計 △666百万円

前払年金費用 △240百万円

留保利益に対する税効果 △171百万円

退職給付信託設定益 △329百万円

その他 △3百万円

繰延税金負債合計 △744百万円

 繰延税金資産の純額 2,502百万円  繰延税金資産の純額 2,036百万円

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 1,342百万円

固定資産－繰延税金資産 697百万円

固定負債－その他 △2百万円　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担　

率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため

注記を省略しております。

同左
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 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度 (自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日) 

 
自動機械
部門

(百万円)

機器部門
　

(百万円)　

計
　

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
　

(百万円)

Ⅰ．売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 29,461 74,801 104,262 － 104,262

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 8 997 1,006 (1,006) －

計 29,470 75,798 105,268 (1,006) 104,262

営業費用 24,170 64,937 89,108 2,439 91,547

営業利益 5,299 10,860 16,160 (3,445) 12,715

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出      

資産 13,416 63,816 77,232 9,360 86,592

減価償却費 232 2,219 2,451 200 2,651

資本的支出 1,300 7,216 8,517 861 9,379

当連結会計年度 (自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日) 

 
自動機械
部門

(百万円)

機器部門
　

(百万円)

計
　

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
　

(百万円)

Ⅰ．売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 22,193 71,511 93,705 － 93,705

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 122 447 569 (569) －

計 22,315 71,959 94,275 (569) 93,705

営業費用 18,326 63,651 81,978 2,245 84,223

営業利益 3,989 8,307 12,296 (2,814) 9,482

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出      

資産 14,273 53,695 67,968 7,238 75,207

減価償却費 369 2,910 3,279 289 3,568

資本的支出 193 2,248 2,441 29 2,470

 (注) １．事業区分の方法

事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、自動機械部門、機器部門に区分しておりま

す。

２．各事業区分に属する主要製品

事業区分 機種

自動機械部門 自動機械装置

機器部門
省力機器、空気圧制御機器、駆動機器、空気圧関連機器、

流体制御機器、コントロール機器

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度3,445百万円、当連

結会計年度2,856百万円であり、その主なものは当社の管理部門に係る費用及び長期的な基礎的研究費用並びに

シーケーディグローバルサービス株式会社に係る費用であります。
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４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度9,360百万円、当連結会計年度

7,238百万円であり、その主なものは当社の余資運用資金 (現金及び預金) 及び長期投資資金 (投資有価証券) で

あります。

５．会計処理方法の変更

   (当連結会計年度)

　  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４．会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却の方法に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度よ

り、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、自動機械

部門で5百万円、機器部門で83百万円、消去又は全社で0百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

６．追加情報

　 (当連結会計年度)

　  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４．会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却の方法に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以

前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5％に到達

した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計

年度の営業費用は、自動機械部門で14百万円、機器部門で106百万円、消去又は全社で5百万円増加し、営業利益

が同額減少しております。

EDINET提出書類

シーケーディ株式会社(E01909)

有価証券報告書

58/92



【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度 (自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日) 

 
日本

　
(百万円)

アジア
　

(百万円)

その他　
　

(百万円)

計
　

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
　

(百万円)

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 93,568 9,126 1,568 104,262 － 104,262

(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高

6,033 2,428 － 8,462 (8,462) －

計 99,601 11,555 1,568 112,724 (8,462) 104,262

営業費用 82,788 11,107 1,498 95,394 (3,847) 91,547

営業利益 16,813 447 69 17,330 (4,614) 12,715

Ⅱ．資産 75,565 7,877 698 84,141 2,451 86,592

当連結会計年度 (自平成19年4月1日　至平成20年3月31日) 

 
日本

　
(百万円)

アジア
　

(百万円)

その他　
　

(百万円)

計
　

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
　

(百万円)

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 82,886 9,342 1,476 93,705 － 93,705

(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高

6,291 2,527 － 8,818 (8,818) －

計 89,177 11,869 1,476 102,523 (8,818) 93,705

営業費用 76,403 11,596 1,458 89,458 (5,235) 84,223

営業利益 12,773 273 18 13,065 (3,583) 9,482

Ⅱ．資産 66,174 8,068 669 74,913 293 75,207

 (注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、中国、韓国

(2) その他：米国、カナダ

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用及び全社費用の金額は、前連結会計年度

3,445百万円、当連結会計年度2,856百万円であり、その主なものは当社の管理部門に係る費用及び長期的な基礎

的研究費用並びにシーケーディグローバルサービス株式会社に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度9,360百万円、当連結会計年度

7,238百万円であり、その主なものは当社の余資運用資金 (現金及び預金) 及び長期投資資金 (投資有価証券) で

あります。

５．会計処理方法の変更

　 (当連結会計年度)

　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４．会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却資

産の減価償却の方法に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度よ

り、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、日本で88

百万円、消去又は全社で0百万円増加し、営業利益が同額減少しております。
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６．追加情報

　 (当連結会計年度)

　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４．会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却資

産の減価償却の方法に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前

に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計

年度の営業費用は、日本で121百万円、消去又は全社で5百万円増加し、営業利益が同額減少しております。
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【海外売上高】

　前連結会計年度 (自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日) 

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高 (百万円) 20,832 2,181 23,014

Ⅱ　連結売上高 (百万円)   104,262

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 20.0 2.1 22.1

　当連結会計年度 (自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日)

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高 (百万円) 17,468 2,340 19,809

Ⅱ　連結売上高 (百万円)   93,705

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 18.6 2.5 21.1

 (注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、台湾、中国、韓国等

(2) その他：米国、カナダ、中南米、欧州等

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

【関連当事者情報】

前連結会計年度 (自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日) 

　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金

(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有 (被所有)
割合 (％)

関係内容

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
　
兼任等

事業上
の関係

役員
髙橋正藏

法律事務所

名古屋市

中村区
 －

当社社外

監査役

弁護士

なし － －
弁護士

報酬
2 未払金 0

 (注) １．弁護士報酬については、顧問契約に基づき決定しております。

 ２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

当連結会計年度 (自　平成19年4月1日　至 平成20年3月31日)  

該当事項はありません。

 (追加情報)

　当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」 (企業会計基準第11号　平成18年10日17日)

及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日)を

早期適用しております。なお、関連当事者との取引金額及び債権債務残高が僅少であるため、開示すべき事項は

ありません。
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 (１株当たり情報) 

前連結会計年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

１株当たり純資産額 679.93円

１株当たり当期純利益 114.08円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 110.86円

１株当たり純資産額 712.45円

１株当たり当期純利益 84.95円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 83.51円

 (注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益 (百万円) 7,541 5,546

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 7,541 5,546

期中平均株式数 (千株) 66,103 65,294

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額 (百万円) － －

普通株式増加数 (千株) 1,922 1,126

 (うち転換社債型新株予約権付社債 (千株) ) (1,922) (1,126)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
－ －

 (重要な後発事象) 

退職給付信託設定

前連結会計年度
(自　平成18年4月 1日
　至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月 1日
　至　平成20年3月31日)

　当社は、平成１９年４月２６日に開催した取締役会にお

いて、当社保有株式の一部を退職給付信託に拠出し、信託

設定することを決議し、平成１９年５月１８日に信託設

定いたしました。これにより、平成２０年３月期において

退職給付信託設定益810百万円を特別利益に計上する予

定であります。

―――――
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高

(百万円)
当期末残高

(百万円)
利率
(％)

担保 償還期限

シーケーディ㈱
平成21年満期円貨建転換社債型

新株予約権付社債 (注1) 

平成年月日

17.4.20
1,590 360 － なし

平成年月日

21.4.20

合計 － － 1,590 360 － － －

 (注) １．転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄
平成21年満期円貨建転換社債型

新株予約権付社債

発行すべき株式 普通株式

新株予約権の発行価額 (円) 無償

株式の発行価格 (円) 839

発行価格の総額 (百万円) 4,500

新株予約権の行使により発行した株式の

発行価額の総額 (百万円) 
4,140

新株予約権の付与割合 (％) 100

新株予約権の行使期間
自　平成17年4月27日～

至　平成21年4月 6日

なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代え

て、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたと

きには、当該請求があったものとみなします。

    ２．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

－ 360 － － －
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【借入金等明細表】

区分
前期末残高

(百万円)
当期末残高

(百万円)
平均利率

(％) 返済期限

短期借入金 1,983 6,270 1.5 －

１年以内に返済予定の長期借入金 5 1,305 1.6 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。) 1,310 5 0.8 平成22年

リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) － － － －

その他の有利子負債 － － － －

合計 3,299 7,581 － －

 (注) １．「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。) の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおり

であります。

 
1年超2年以内

(百万円)
2年超3年以内

(百万円)
3年超4年以内

(百万円)
4年超5年以内

(百万円)

長期借入金 5 － － －

　

 (2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

 (1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
前事業年度

(平成19年3月31日)
当事業年度

(平成20年3月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円) 構成比
(％) 金額 (百万円) 構成比

(％)

 (資産の部) 　     

Ⅰ　流動資産 　     

１．現金及び預金 　 2,296  1,889  

２．受取手形 ※４ 6,789  2,638  

３．売掛金 ※３ 19,073  17,889  

４．営業未収入金 　 3,538  2,395  

５．製品 　 3,795  2,285  

６．原材料 　 8,142  8,190  

７．仕掛品 　 3,107  2,854  

８．貯蔵品 　 253  231  

９．前渡金 　 29  47  

10．前払費用 　 209  222  

11．繰延税金資産 　 1,426  1,182  

12．未収入金 ※３ 1,271  721  

13．関係会社短期貸付金 　 45  －  

14．その他 　 156  148  

15．貸倒引当金 　 △30  △11  

流動資産合計 　 50,105 59.6 40,684 56.2
Ⅱ　固定資産 　     

(1) 有形固定資産 ※１     

１．建物 　 9,953  9,455  

２．構築物 　 556  479  

３．機械及び装置 　 5,375  5,402  

４．車両運搬具 　 4  4  

５．工具器具及び備品 　 1,488  1,074  

６．土地 　 4,208  4,208  

７．建設仮勘定 　 244  322  

有形固定資産合計 　 21,833 26.0 20,949 28.9
(2) 無形固定資産 　     

１．ソフトウェア 　 488  391  

２．その他 　 28  29  

無形固定資産合計 　 516 0.6 420 0.6
(3) 投資その他の資産 　     

１．投資有価証券 　 5,622  3,747  

２．関係会社株式 　 1,857  1,997  

３．関係会社出資金 　 2,757  2,707  

４．破産更生債権等 　 67  84  

５．長期前払費用 　 93  226  

６．繰延税金資産 　 850  661  

７．差入保証金 　 287  275  

８．その他 　 141  736  

９．貸倒引当金 　 △97  △113  

投資その他の資産合計 　 11,579 13.8 10,323 14.3

固定資産合計 　 33,929 40.4 31,693 43.8

資産合計 　 84,035 100.0 72,377 100.0
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前事業年度

(平成19年3月31日)
当事業年度

(平成20年3月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円) 構成比
(％) 金額 (百万円) 構成比

(％)

 (負債の部) 　     

Ⅰ　流動負債 　     

１．支払手形 　 3,292  2,474  

２．買掛金 　 5,190  4,768  

３．営業未払金 ※３ 7,357  6,018  

４．短期借入金 　 1,000  5,500  

５．一年内返済予定の長期借入金 　 5  1,305  

６．未払金 　 4,550  1,346  

７．未払費用 　 2,911  2,353  

８．未払消費税等 　 －  529  

９．未払法人税等 　 3,056  366  

10．前受金 　 2,020  693  

11．預り金 　 75  92  

12．製品補償引当金 　 60  83  

13．受注損失引当金 　 －  93  

14．設備購入支払手形 　 2,998  234  

流動負債合計 　 32,519 38.7 25,859 35.7
Ⅱ　固定負債 　     

１．社債 　 1,590  360  

２．長期借入金 　 1,310  5  

３．長期未払金 　 －  199  

４．退職給付引当金 　 2,847  －  

５．役員退職慰労引当金 　 188  －  

６．長期預り金 　 764  897  

固定負債合計 　 6,700 8.0 1,462 2.0

負債合計 　 39,220 46.7 27,321 37.7
 (純資産の部) 　     

Ⅰ　株主資本 　     

１．資本金 　 10,400 12.4 11,016 15.2
２．資本剰余金 　     

(1) 資本準備金 　 11,183  11,797  

(2) その他資本剰余金 　     

 　　　　 自己株式処分差益 　 815  815  

資本剰余金合計 　 11,998 14.3 12,612 17.4
３．利益剰余金 　     

(1) 利益準備金 　 1,286  1,286  

(2) その他利益剰余金 　     

別途積立金 　 13,000  18,000  

繰越利益剰余金 　 7,887  6,575  

利益剰余金合計 　 22,174 26.3 25,862 35.8
４．自己株式 　 △768 △0.9 △4,113 △5.7

株主資本合計 　 43,805 52.1 45,377 62.7
Ⅱ　評価・換算差額等 　     

１．その他有価証券評価差額金 　 1,009 1.2 △321 △0.4

評価・換算差額等合計 　 1,009 1.2 △321 △0.4

純資産合計 　 44,814 53.3 45,055 62.3

負債・純資産合計 　 84,035 100.0 72,377 100.0
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②【損益計算書】

  
前事業年度

(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当事業年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円) 百分比
(％) 金額 (百万円) 百分比

(％)

Ⅰ　売上高 　       

１．製品売上高 ※１ 94,036   83,930   

２．商品売上高 ※１ 5,470 99,506 100.0 5,204 89,135 100.0

Ⅱ　売上原価 　       

１．製品期首たな卸高 　 2,256   3,795   

２．当期製品製造原価 　 71,898   62,545   

３．当期商品仕入高 　 2,577   2,543   

４．製品補償引当金繰入額 　 60   －   

５．受注損失引当金繰入額 　 －   93   

合計 　 76,792   68,978   

６．製品期末たな卸高 　 3,795 72,997 73.4 2,285 66,692 74.8

売上総利益 　  26,509 26.6  22,443 25.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

１．人件費 　 5,714   5,405   

２．退職給付費用 　 215   210   

３．役員退職慰労引当金繰入額 　 58   15   

４．荷造運搬費 　 1,406   1,323   

５．広告宣伝費 　 454   456   

６．販売手数料 　 118   37   

７．賃借料 　 964   937   

８．業務委託費 　 886   771   

９．減価償却費 　 204   225   

10．研究開発費 ※２ 2,664   2,443   

11．事業税 　 167   147   

12．その他 　 1,544 14,399 14.5 1,426 13,400 15.1

営業利益 　  12,109 12.1  9,042 10.1

Ⅳ　営業外収益 　       

１．受取利息 　 0   0   

２．受取配当金 ※１ 253   203   

３．受取ロイヤリティ ※１ 123   113   

４．保険配当金 　 19   43   

５．ファクタリング事務手数料 ※１ 47   47   

６．為替差益 　 74   －   

７．その他 ※１ 72 590 0.6 99 508 0.6

Ⅴ　営業外費用 　       

１．支払利息 　 40   74   

２．売上割引 　 228   273   

３．システムライセンス料等 　 23   －   

４．為替差損 　 －   258   

５．その他 　 119 411 0.4 130 736 0.8

経常利益 　  12,288 12.3  8,813 9.9
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前事業年度

(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当事業年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円) 百分比
(％) 金額 (百万円) 百分比

(％)

Ⅵ　特別利益 　       

１．固定資産売却益 ※３ 7   38   

２．投資有価証券売却益 　 0   36   

３．貸倒引当金戻入益 　 38   －   

４．退職給付信託設定益 　 －   810   

５．その他 　 － 45 0.0 4 889 1.0

Ⅶ　特別損失 　       

１．固定資産処分損 ※４ 125   88   

２．建物解体費用 　 34   －   

３．建物原状回復費用 　 37   －   

４．投資有価証券評価損 　 －   351   

５．製品補償引当金繰入額 　 －   90   

６．その他 　 － 197 0.2 14 545 0.6

税引前当期純利益 　  12,136 12.2  9,157 10.3

法人税、住民税及び事業税 　 4,334   2,650   

法人税等調整額 　 605 4,940 5.0 1,162 3,813 4.3

当期純利益 　  7,195 7.2  5,344 6.0
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製造原価明細書

  
前事業年度

(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当事業年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円) 構成比
(％) 金額 (百万円) 構成比

(％)

Ⅰ　材料費   51,909 67.3  42,104 63.6

Ⅱ　労務費   13,369 17.3  12,406 18.8

Ⅲ　経費        

業務委託費  4,493   4,067   

減価償却費  2,095   2,968   

その他  5,310 11,899 15.4 4,607 11,642 17.6

当期総製造費用   77,178 100.0  66,154 100.0

期首仕掛品たな卸高   3,622   3,107  

合計   80,800   69,261  

他勘定振替高 ※１  5,794   3,862  

期末仕掛品たな卸高   3,107   2,854  

当期製品製造原価   71,898   62,545  

　

前事業年度  当事業年度

※１．他勘定振替高内訳  ※１．他勘定振替高内訳

研究開発費 2,664百万円

固定資産他 3,129 

計 5,794 

 研究開発費 2,443百万円

固定資産他 1,418 

計 3,862 

２．原価計算の方法
 

２．原価計算の方法

　原則として個別原価計算方式によっておりますが、機

器においては総合原価計算方式を採用しております。

個別原価計算方式においては、原則として実際原価に

ついて計算しておりますが、計算の便宜上、賃金、間接

費等は予定額をもって行い、この予定額と実際発生額

との差額は原価差額として処理しております。また、標

準原価により総合原価計算方式を採用しております機

器の標準原価と実際原価との差額についても原価差額

として処理しております。

 同左
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度 (自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日)  

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年3月31日 残高
 (百万円) 10,363 11,145 814 11,960 1,286 1 9,500 5,380 16,168 △752 37,739

事業年度中の変動額            

新株の発行 37 37  37       75

剰余金の配当 (注)        △660 △660  △660

剰余金の配当        △529 △529  △529

固定資産圧縮積立金の取崩
 (注)

     △0  0 －  －

固定資産圧縮積立金の取崩      △1  1 －  －

別途積立金の積立 (注)       3,500 △3,500 －  －

当期純利益        7,195 7,195  7,195

自己株式の取得          △16 △16

自己株式の処分   0 0      0 0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 (純額)

           

事業年度中の変動額合計
 (百万円)

37 37 0 38 － △1 3,500 2,507 6,006 △16 6,065

平成19年3月31日 残高
 (百万円)

10,400 11,183 815 11,998 1,286 － 13,000 7,887 22,174 △768 43,805

 

評価・換算差額等

純資産　
合計

その他　
有価証券
評価
差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年3月31日 残高
 (百万円)

768 768 38,508

事業年度中の変動額    

新株の発行   75

剰余金の配当 (注)   △660

剰余金の配当   △529

固定資産圧縮積立金の取崩
 (注)

  －

固定資産圧縮積立金の取崩   －

別途積立金の積立 (注)   －

当期純利益   7,195

自己株式の取得   △16

自己株式の処分   0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 (純額)

241 241 241

事業年度中の変動額合計
 (百万円)

241 241 6,306

平成19年3月31日 残高
 (百万円)

1,009 1,009 44,814

 (注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当事業年度 (自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日)

EDINET提出書類

シーケーディ株式会社(E01909)

有価証券報告書

70/92



 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年3月31日 残高
 (百万円) 10,400 11,183 815 11,998 1,286 13,000 7,887 22,174 △768 43,805

事業年度中の変動額           

新株の発行 615 614  614      1,230

剰余金の配当       △1,656 △1,656  △1,656

別途積立金の積立      5,000 △5,000 －  －

当期純利益       5,344 5,344  5,344

自己株式の取得         △3,345 △3,345

自己株式の処分   0 0     0 0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 (純額)

          

事業年度中の変動額合計
 (百万円)

615 614 0 614 － 5,000 △1,312 3,687 △3,345 1,572

平成20年3月31日 残高
 (百万円)

11,016 11,797 815 12,612 1,286 18,000 6,575 25,862 △4,113 45,377

 

評価・換算差額等

純資産
合計

その他
有価証券
評価
差額金

評価・換
算差額等
合計

平成19年3月31日 残高
 (百万円)

1,009 1,009 44,814

事業年度中の変動額    

新株の発行   1,230

剰余金の配当   △1,656

別途積立金の積立   －

当期純利益   5,344

自己株式の取得   △3,345

自己株式の処分   0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 (純額)

△1,331 △1,331 △1,331

事業年度中の変動額合計
 (百万円)

△1,331 △1,331 240

平成20年3月31日 残高
 (百万円)

△321 △321 45,055
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重要な会計方針

前事業年度

(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当事業年度

(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

１.有価証券の評価基準及び評価方法 １.有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左

 (2) その他有価証券

① 時価のあるもの

…期末決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は主として移動平均法により算定) 

② 時価のないもの

…移動平均法による原価法

(2) その他有価証券 

① 時価のあるもの

同左

② 時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

 (1) 製品

自動機械製品

…個別法による原価法

機器製品

…総平均法による原価法

 (2) 原材料

　　…総平均法による原価法

 (3) 仕掛品

　　…個別法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

 (1) 製品

自動機械製品

同左

機器製品

同左

 (2) 原材料

同左

(3) 仕掛品

同左

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物

 (建物付属設備を除く) については定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　３年～５０年

機械及び装置　３年～１７年

定率法

ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物

 (建物付属設備を除く) については定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物　　　　　３年～５０年

　機械及び装置　３年～１７年

―――――

―――――

(会計処理方法の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成１９年

４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、それぞれ89百万円減少しております。

(追加情報)

法人税法改正に伴い、平成１９年３月３１日以前に

取得した資産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の5％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、取得価額の5％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益がそれぞれ123百万円減少しております。
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前事業年度

(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当事業年度

(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア (自社利用) については、社内に

おける利用可能期間 (５年) に基づく定額法を採用し

ております。

(2) 無形固定資産

同左

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

同左 

５．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

５．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

同左

(2) 退職給付引当金 (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数 (１２年) による定額法によ

り費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (１２年)

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することとしております。

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数 (１２年) による定額法によ

り費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (１２年)　によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしております。

なお、当事業年度末において、年金資産見込額が退

職給付債務見込額を超過したため、超過額を前払年金

費用に計上し、投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しております。

(3) 役員退職慰労引当金 (3) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基

づく支給見積額を計上しております。

―――――

―――――

　

(4) 製品補償引当金

顧客に納入した製品に対し発生したクレームに係

る費用に備えるため、今後発生が見込まれる補償費等

について合理的に見積もられる金額を計上しており

ます。

(追加情報)

従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく支給見積額を計上しておりましたが、平成１

９年４月開催の取締役会において、役員退職慰労金制

度の廃止を決議いたしました。

この制度の廃止に伴い、平成１９年６月２８日開催

の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に

伴う打ち切り支給を決議いたしました。これにより、

決議時点での「役員退職慰労引当金」計上額199百万

円を固定負債「長期未払金」に振り替えております。

(4) 製品補償引当金

同左
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前事業年度

(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当事業年度

(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

(5)　　　　　　　　――――― (5) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年

度末における受注契約に係る損失見込額を計上して

おります。

６．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

６．リース取引の処理方法

同左

７．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変

動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たし

ている場合には振当処理を、金利スワップについて特

例処理の条件を満たしている場合には特例処理を採

用しております。

７．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法 

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ. ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…製品輸出による外貨建売上債権、原

材料輸入による外貨建買入債務及び外貨建予定取

引

ｂ. ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

　

(3) ヘッジ方針　

主に当社の内規である、「金融市場リスク管理規

定」及び「金利・為替リスク管理要領」に基づき、為

替相場変動リスク及びヘッジ対象に係る金利変動リ

スクをヘッジしております。

(3) ヘッジ方針　

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しております。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについては、有効性の評価を

省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。 同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当事業年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」 (企業会計基準第５号　平成１７年　１

２月９日) 及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用方針」 (企業会計基準適用指針第８

号　平成１７年１２月９日) を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は44,814百

万円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

―――――

表示方法の変更

前事業年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当事業年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

─────

　

 (損益計算書) 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「システム

ライセンス料等」 (当事業年度1百万円) は、金額的重要

性が乏しいため、営業外費用の「その他」に含めて表示

しております。

 (製造原価明細書)

前事業年度まで、経費の「その他」に含めて表示して

おりました「業務委託費」は、金額的重要性が増したた

め、当事業年度より区分掲記することとしました。なお、

前事業年度における「業務委託費」は、2,601百万円であ

ります。

─────
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注記事項

 (貸借対照表関係) 

前事業年度
(平成19年3月31日)

当事業年度
(平成20年3月31日)

※１．有形固定資産の減価償却累計額 33,625百万円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 35,526百万円

２．偶発債務 ２．偶発債務

保証予約 保証予約

関係会社の金融機関からの借入金に対する保証予

約

関係会社の金融機関からの借入金に対する保証予

約

CKD THAI CORPORATION LTD

.

802百万円

(外貨額 218,629千Baht)

M-CKD PRECISION SDN.BHD. 225百万円

(外貨額　 　　　  6,600千RM)

CKD SINGAPORE PTE.LTD. 101百万円

(外貨額　 　　　  1,300千S$)

計 1,129百万円

CKD THAI CORPORATION LTD

.

498百万円

(外貨額 155,900千Baht)

M-CKD PRECISION SDN.BHD. 207百万円

(外貨額 　　　    6,600千RM)

CKD SINGAPORE PTE.LTD. 94百万円

(外貨額　　　　   1,300千S$)

計 800百万円

※３．関係会社項目 ※３．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債で区分掲記した以外

のもの

関係会社に対する資産及び負債で区分掲記した以外

のもの

 (1) 流動資産  (1) 流動資産

売掛金

未収入金

2,290

779

百万円

百万円

売掛金 2,756百万円

 (2) 流動負債  (2) 流動負債

営業未払金 7,357百万円 営業未払金 6,018百万円

※４．期末日満期手形 ※４．　　　　　　　　 ─────

期末日満期手形の会計処理については、当事業年度

の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行

われたものとして処理しております。期末日満期手形

の金額は次のとおりであります。

 

受取手形 208百万円  

５．その他 ５．その他

運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行

と貸出コミットメント契約を締結しております。この

契約に基づく当事業年度末日の借入未実行残高は次

のとおりであります。

運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行

と貸出コミットメント契約を締結しております。この

契約に基づく当事業年度末日の借入未実行残高は次

のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 4,500百万円

借入実行残高 1,000百万円

差引額 3,500百万円

貸出コミットメントの総額 6,500百万円

借入実行残高 5,500百万円

差引額 1,000百万円
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 (損益計算書関係) 

前事業年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当事業年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

※１．関係会社項目 ※１．関係会社項目

(1) 関係会社に対する売上 (1) 関係会社に対する売上

製品売上高 5,647百万円

商品売上高 387百万円

製品売上高 6,085百万円

商品売上高 434百万円

(2) 関係会社営業外収益 (2) 関係会社営業外収益

受取配当金 203百万円

受取ロイヤリティ 100百万円

ファクタリング事務手数料 47百万円

その他 13百万円

受取配当金 105百万円

受取ロイヤリティ 88百万円

ファクタリング事務手数料 47百万円

その他 11百万円

※２．一般管理費に含まれる研究開発費の総額は2,664百

万円であります。

※２．一般管理費に含まれる研究開発費の総額は2,443百

万円であります。なお、当期総製造費用に含まれる研

究開発費はありません。

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

　　機械及び装置、工具器具及び備品の売却によるもので

あります。

工具器具及び備品 32百万円

機械及び装置 5百万円

その他 0百万円

計 38百万円

※４．固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 ※４．固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

建物 39百万円

工具器具及び備品 29百万円

機械及び装置 51百万円

その他 4百万円

計 125百万円

建物 13百万円

工具器具及び備品 16百万円

機械及び装置 52百万円

その他 6百万円

計 88百万円

 (株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度 (自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数 (千株)

当事業年度増加
株式数 (千株) 

当事業年度減少
株式数 (千株) 

当事業年度末
株式数 (千株)

普通株式  (注) １，２ 1,824 8 0 1,832

合計 1,824 8 0 1,832

 (注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加8千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。

当事業年度 (自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数 (千株)

当事業年度増加
株式数 (千株)

当事業年度減少
株式数 (千株)

当事業年度末
株式数 (千株)

普通株式　 (注) １，２ 1,832 3,741 0 5,573

合計 1,832 3,741 0 5,573

 (注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加3,741千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加3,739千株、単

元未満株式の買取りによる増加1千株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。
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 (リース取引関係) 

前事業年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当事業年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 (借主側)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 (借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得
価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

期末
残高
相当額

(百万円)

機械及び装置 271 211 60

工具器具及び備品 739 492 246

ソフトウェア 68 43 24

合計 1,078 747 331

 

取得
価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

期末
残高
相当額

(百万円)

機械及び装置 150 116 33

工具器具及び備品 848 499 349

ソフトウェア 48 23 25

合計 1,047 639 408

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 178百万円

１年超 208百万円

合計 386百万円

未経過リース料期末残高相当額

１年内 187百万円

１年超 246百万円

合計 433百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 253百万円

減価償却費相当額 226百万円

支払利息相当額 7百万円

支払リース料 232百万円

減価償却費相当額 194百万円

支払利息相当額 7百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

同左

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

同左

２．　　　　　　　 　───── ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 3百万円 

１年超 5百万円 

合計 9百万円 

 (減損損失について)

　リース資産に配分された減損損失はありません。

 (減損損失について)

同左
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 (有価証券関係) 

　前事業年度 (平成１９年３月３１日現在) 及び当事業年度 (平成２０年３月３１日現在) において、子会社株式及

び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 (税効果会計関係) 

前事業年度
(平成19年3月31日)

当事業年度
(平成20年3月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 繰延税金資産

退職給付引当金 1,156百万円

未払賞与 826百万円

未払事業税 235百万円

その他 733百万円

繰延税金資産小計 2,952百万円

評価性引当額 △163百万円

繰延税金資産合計 2,788百万円

退職給付信託設定額 798百万円

未払賞与 691百万円

投資有価証券評価減 250百万円

その他有価証券評価差額金 218百万円

たな卸資産 148百万円　

減価償却資産 143百万円　

未払事業税 52百万円

その他 409百万円

繰延税金資産小計 2,713百万円

評価性引当額 △299百万円

繰延税金資産合計 2,413百万円

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △512百万円

繰延税金負債合計 △512百万円

前払年金費用 △240百万円

退職給付信託設定益 △329百万円

繰延税金負債合計 △569百万円

 繰延税金資産の純額 2,276百万円  繰延税金資産の純額 1,844百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため

注記を省略しております。

同左
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 (１株当たり情報) 

前事業年度
 (自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当事業年度
 (自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日) 

１株当たり純資産額 677.67円

１株当たり当期純利益 108.85円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 105.78円

１株当たり純資産額 705.59円

１株当たり当期純利益 81.85円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 80.46円

 (注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当事業年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

１株当たり当期純利益   

　当期純利益 (百万円) 7,195 5,344

　普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

　普通株式に係る当期純利益 (百万円) 7,195 5,344

　期中平均株式数 (千株) 66,103 65,294

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

　当期純利益調整額 (百万円) － －

　普通株式増加数 (千株) 1,922 1,126

 (うち転換社債型新株予約権付社債 (千株) ) (1,922) (1,126)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ －

 (重要な後発事象) 

　　　　退職給付信託の設定 

前事業年度
(自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日)

当事業年度
(自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日)

　当社は、平成１９年４月２６日に開催した取締役会にお

いて、当社保有株式の一部を退職給付信託に拠出し、信託

設定することを決議し、平成１９年５月１８日に信託設

定いたしました。これにより、平成２０年３月期において

退職給付信託設定益810百万円を特別利益に計上する予

定であります。

―――――
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄
株式数

(株)
貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券 その他有価証券

 オークマ㈱ 741,000 791

 小野薬品工業㈱ 140,600 665

 富士機械製造㈱ 229,800 476

 ㈱マキタ 92,400 289

 東邦瓦斯㈱ 547,000 262

 イビデン㈱ 61,500 241

 日本バルカー工業㈱ 808,000 234

 ㈱森精機製作所 107,530.42 192

 日本ピラー工業㈱ 238,000 140

 佐鳥電機㈱ 139,000 109

 その他 (３１銘柄) 624,454.997 344

小計 3,729,285.417 3,747

計 3,729,285.417 3,747
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類 前期末残高

　

(百万円)

当期増加額

　

(百万円)

当期減少額

　

(百万円)

当期末残高

　

(百万円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額

(百万円)

当期償却額

　

(百万円)

差引当期末

残高

(百万円)

有形固定資産        

建物 (注) １ 17,811 456 40 18,227 8,771 940 9,455

構築物 1,599 8 38 1,570 1,090 83 479

機械及び装置 (注) ２ 21,817 1,238 676 22,379 16,976 1,150 5,402

車両運搬具 36 2 3 36 31 2 4

工具器具及び備品 (注) ３ 9,740 474 483 9,731 8,656 857 1,074

土地 4,208 0 0 4,208 － － 4,208

建設仮勘定 (注) ４ 244 4,303 4,225 322 － － 322

有形固定資産計 55,459 6,484 5,468 56,475 35,526 3,035 20,949

無形固定資産　        

ソフトウェア 732 55 42 745 354 149 391

その他 57 2 25 34 4 0 29

無形固定資産計 790 57 68 779 358 149 420

長期前払費用 164 226 117 272 45 18 226

繰延資産        

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

 (注) １．建物の当期増加額の主なものは、春日井事業所の改修工事354百万円であります。

２．機械及び装置の当期増加額の主なものは、マシニングセンター10式175百万円及びＮＣ旋盤14式179百万円で

あります。

３．工具器具及び備品の当期増加額の主なものは、金型101百万円であります。

４．建設仮勘定の当期増加額の主なものは、上記の建物、機械及び装置及び工具器具及び備品の取得にかかるも

のであります。

【引当金明細表】

区分
前期末残高

　
(百万円)

当期増加額
　

(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
　

(百万円)

貸倒引当金 (注) １ 127 46 3 44 125

役員退職慰労引当金 (注) ２ 188 15 4 199 －

製品補償引当金 60 90 68 － 83

受注損失引当金 － 93 － － 93

 (注) １．貸倒引当金の「当期減少額」の「その他」は、主に一般債権の貸倒実績率の洗替えによるものであります。

　 ２．役員退職慰労引当金の「当期減少額」の「その他」は、長期未払金への振替によるものであります。
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 (2) 【主な資産及び負債の内容】

①流動資産

ａ　現金及び預金

区分 金額 (百万円) 

　現金 7

　預金  

　当座預金 1,830

　普通預金 48

　その他 2

計 1,881

合計 1,889

　

ｂ　受取手形

 (イ) 相手先別内訳

相手先 金額 (百万円)

ダイドー㈱ 458

㈱栄工社 262

大日本スクリーン製造㈱ 203

協和化学工業㈱ 170

アオイ工販㈱ 104

その他 1,438

合計 2,638

 (ロ) 決済期日別内訳

決済期日 金額 (百万円)

平成２０年４月 248

　５月 380

　６月 236

　７月以降 1,772

合計 2,638

　

ｃ　売掛金

 (イ) 相手先別内訳

相手先 金額 (百万円)

ＮＥＣライティング㈱ 1,438

喜開理（上海）機器有限公司 962

ＣＫＤ韓国㈱ 786

中央精工㈱ 722

ダイドー㈱ 603

その他 13,375

合計 17,889

 (ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高(A)

(百万円)

当期発生額(B)

(百万円)

当期回収額(C)

(百万円)

次期繰越高(D)

(百万円)

回収率 (C) 　

(％) (A)＋(B) 　

 (A)＋(D)  

滞留期間 ２  

(日) (B)  

 366  

19,073 93,038 94,223 17,889 84.0 72

 (注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
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ｄ　製品

種類 金額 (百万円)

自動機械装置 542

機器製品 1,743

合計 2,285

　

ｅ　原材料

種類 金額 (百万円)

自動機械装置 23

機器製品 8,167

合計 8,190

　

ｆ　仕掛品

種類 金額 (百万円)

自動機械装置 2,854

　

ｇ　貯蔵品

品目 金額 (百万円)

工場用消耗品等 162

販売カタログ等 68

合計 231

　

②　流動負債

ａ　支払手形

 (イ) 相手先別内訳

相手先 金額 (百万円)

㈱協和精機 144

㈱フジキカイ 141

㈱京都製作所 134

中部三菱電機機器販売㈱ 84

佐川急便㈱ 83

その他 1,885

合計 2,474

 (ロ) 決済期日別内訳

決済期日 金額 (百万円)

平成２０年４月 643

　５月 601

　６月 625

　７月以降 603

合計 2,474

　

ｂ　買掛金

相　　　手　　　先 金額 (百万円)

㈱テクノアソシエ 284

福島ホーニング工業㈱ 138

シコク精工㈱ 119

CKD THAI CORPORATION LTD. 89

㈱京都製作所 82

その他 4,054

合計 4,768

ｃ　営業未払金

相手先 金額 (百万円)

シーケーディグローバルサービス㈱ 6,018
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ｄ　短期借入金

区分 金額 (百万円)

㈱三井住友銀行 3,000

住友信託銀行㈱ 1,500

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 1,000

合計 5,500

　

 (3) 【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 4月1日から3月31日まで

定時株主総会 6月中

基準日 3月31日

株券の種類
1株券、10株券、50株券、100株券、1,000株券

10,000株券、100株未満表示券

剰余金の配当の基準日
9月30日

3月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え  

取扱場所
大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友信託銀行㈱証券代行部

株主名簿管理人 住友信託銀行㈱

取次所 住友信託銀行㈱　全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

株券喪失登録手数料
株券喪失登録の申請1件につき10,000円

申請に係る株券1枚につき500円

単元未満株式の買取り及び買増し  

取扱場所
大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友信託銀行㈱証券代行部

株主名簿管理人 住友信託銀行㈱

取次所 住友信託銀行㈱　全国各支店

買取手数料及び買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告

ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日

本経済新聞、中部経済新聞に掲載して行います。なお、電子公告は当社ホー

ムページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。

http://www.ckd.co.jp/japanese/ir/bspl.htm 

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７【提出会社の参考情報】

　１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第２４条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　

　２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度 (第８７期)  (自　平成１８年４月１日　至　平成１９年３月３１日) 平成１９年６月２８日関東財務局長に提

出

(2) 半期報告書

 (第８８期中)  (自　平成１９年４月１日　至　平成１９年９月３０日) 平成１９年１２月１７日関東財務局長に提出

(3) 有価証券報告書の訂正報告書

平成１９年７月２５日関東財務局長に提出

平成１９年６月２８日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

平成１９年１０月１１日関東財務局長に提出

平成１９年６月２８日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

(4) 自己株券買付状況報告書

報告期間 (自　平成１９年５月１日　至　平成１９年５月３１日) 平成１９年６月１２日関東財務局長に提出

報告期間 (自　平成１９年８月１日　至　平成１９年８月３１日) 平成１９年９月７日関東財務局長に提出

報告期間 (自　平成１９年９月１日　至　平成１９年９月３０日) 平成１９年１０月１１日関東財務局長に提出

報告期間 (自　平成１９年１０月１日　至　平成１９年１０月３１日) 平成１９年１１月９日関東財務局長に提出

報告期間 (自　平成１９年１１月１日　至　平成１９年１１月３０日) 平成１９年１２月７日関東財務局長に提出

報告期間 (自　平成１９年１２月１日　至　平成１９年１２月３１日) 平成２０年１月８日関東財務局長に提出

報告期間 (自　平成２０年１月１日　至　平成２０年１月３１日) 平成２０年２月５日関東財務局長に提出 

報告期間 (自　平成２０年２月１日　至　平成２０年２月２９日) 平成２０年３月５日関東財務局長に提出

報告期間 (自　平成２０年３月１日　至　平成２０年３月３１日) 平成２０年４月４日関東財務局長に提出 

報告期間 (自　平成２０年５月１日　至　平成２０年５月３１日) 平成２０年６月４日関東財務局長に提出 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

    

   平成１９年６月２８日

シーケーディ株式会社    

 取締役会　御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中村　誠一　　印  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 蛯原　新治　　印

     

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているシー

ケーディ株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シーケー

ディ株式会社及び連結子会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　追記情報

　　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成１９年４月２６日に開催した取締役会の決議に基づき、平成１９年　

　５月１８日に保有株式の一部を退職給付信託に拠出し、信託設定した。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が連結財務諸表に添付する形で別途保管している。
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独立監査人の監査報告書

    

   平成２０年６月２６日

シーケーディ株式会社    

 取締役会　御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中村　誠一　　印  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 蛯原　新治　　印

     

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるシーケーディ株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対す

る意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シーケー

ディ株式会社及び連結子会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が連結財務諸表に添付する形で別途保管している。
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独立監査人の監査報告書

    

   平成１９年６月２８日

シーケーディ株式会社    

 取締役会　御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中村　誠一　　印 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 蛯原　新治　　印 

     

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているシー

ケーディ株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第８７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シーケーディ

株式会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

　

　追記情報

　　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成１９年４月２６日に開催した取締役会の決議に基づき、平成１９年

　５月１８日に保有株式の一部を退職給付信託に拠出し、信託設定した。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が財務諸表に添付する形で別途保管している。
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独立監査人の監査報告書

    

   平成２０年６月２６日

シーケーディ株式会社    

 取締役会　御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中村　誠一　　印 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 蛯原　新治　　印 

     

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるシーケーディ株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第８８期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シーケーディ

株式会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が財務諸表に添付する形で別途保管している。
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